
JP 4576938 B2 2010.11.10

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が入球可能な入球口と、該入球口に遊技球が入球したことに基づいて遊技球の入
球が可能となる入賞装置とを、遊技球が打ち込まれる遊技領域の所定箇所にそれぞれ配設
した遊技機であって、
　遊技球が入球可能な入口部と、
　該入口部に入球した遊技球を下流側に流下させる案内通路部と、
　該案内通路部を通過した遊技球を上流側から下流側へ流下させるように傾斜し、その上
流側から下流側までを複数個に分割した複数個の分割傾斜面を有する転動面と、
　該転動面のうち前記案内通路部を通過した遊技球が導かれる部位に一体形成され、前記
案内通路部を通過して導かれた遊技球をその案内通路部を通過した勢いで上り方向に誘導
可能な上り傾斜部と、
　前記転動面の下流側の所定箇所に配設され、前記転動面を転動した遊技球が入球した場
合に該入球が遊技者にとって有利な遊技状態を発生させる契機となる特定入球手段と、
　前記複数個の分割傾斜面のうち一の分割傾斜面の下流側端部よりも当該一の分割傾斜面
の下流側に隣接する他の分割傾斜面の上流側端部を高くすることで遊技球を停留させる段
差が形成されるように、前記分割傾斜面の傾斜姿勢を変更する姿勢変更手段とを備え、
　該姿勢変更手段が前記分割傾斜面の傾斜姿勢を変更することにより、前記上り傾斜部の
体勢が変更されるようにしたことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　この発明は、パチンコ機やスロットマシン等の遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えばパチンコ機などに代表される遊技機としては、振り分けを入賞装置の内部
に備えた遊技機が挙げられる（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００２－１６５９５５号公報（第２－３頁，第１図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、このような構成を有する従来例の場合には、次のような問題がある。
【０００４】
　すなわち、従来のパチンコ機では、例えば、入賞装置内に入球された遊技球の挙動につ
いてこれ以上面白味を向上させることができないという問題がある。
【０００５】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、興趣性に優れた遊技機を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明は、このような目的を達成するために、次のような構成をとる。
【０００７】
　すなわち、請求項１に記載の発明は、
　遊技球が入球可能な入球口と、該入球口に遊技球が入球したことに基づいて遊技球の入
球が可能となる入賞装置とを、遊技球が打ち込まれる遊技領域の所定箇所にそれぞれ配設
した遊技機であって、
　遊技球が入球可能な入口部と、
　該入口部に入球した遊技球を下流側に流下させる案内通路部と、
　該案内通路部を通過した遊技球を上流側から下流側へ流下させるように傾斜し、その上
流側から下流側までを複数個に分割した複数個の分割傾斜面を有する転動面と、
　該転動面のうち前記案内通路部を通過した遊技球が導かれる部位に一体形成され、前記
案内通路部を通過して導かれた遊技球をその案内通路部を通過した勢いで上り方向に誘導
可能な上り傾斜部と、
　前記転動面の下流側の所定箇所に配設され、前記転動面を転動した遊技球が入球した場
合に該入球が遊技者にとって有利な遊技状態を発生させる契機となる特定入球手段と、
　前記複数個の分割傾斜面のうち一の分割傾斜面の下流側端部よりも当該一の分割傾斜面
の下流側に隣接する他の分割傾斜面の上流側端部を高くすることで遊技球を停留させる段
差が形成されるように、前記分割傾斜面の傾斜姿勢を変更する姿勢変更手段とを備え、
　該姿勢変更手段が前記分割傾斜面の傾斜姿勢を変更することにより、前記上り傾斜部の
体勢が変更されるようにしたことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【０００８】
　この発明に係る遊技機によれば、興趣性に優れた遊技機を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　なお、本明細書は、次のような遊技機に係る発明も開示している。
【００１０】
　（０）遊技球が入球可能な入球手段と、前記入球手段に遊技球が入球したことに基づい
て遊技球の入球が可能となる入賞装置とを、遊技球が打ち込まれる遊技領域の所定箇所に
それぞれ配設した遊技盤を有する遊技機において、
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　前記入賞装置は、
　遊技球が転動可能な転動面と、
　当該入賞装置内に入球した遊技球を跳び上がらせて前記転動面の方に出力する跳上出力
手段と、
　前記転動面を転動した遊技球が入球可能で、遊技球の入球により遊技者にとって有利な
遊技状態の発生の契機となる特定入球手段と、
　前記跳上出力手段による遊技球の跳び上げ出力方向を変更する出力方向変更手段と、
　を備えていることを特徴とする遊技機。
　前記（０）に記載の発明によれば、遊技球が打ち込まれる遊技領域を有する遊技盤には
、遊技球が入球可能な入球手段と、この入球手段に遊技球が入球したことに基づいて遊技
球の入球が可能となる入賞装置とが、それぞれ遊技領域の所定箇所に配設されている。こ
の入賞装置に入球された遊技球は、跳上出力手段によって跳び上がらせて当該入賞装置内
の転動面の方に出力されて転動面を転動する。また、出力方向変更手段によって、跳上出
力手段による遊技球の跳び上げ出力方向が変更される。転動面を転動した遊技球が特定入
球手段に入球すると、遊技者にとって有利な遊技状態が発生することになる。したがって
、出力方向変更手段によって、跳上出力手段による遊技球の跳び上げ出力方向が変更され
て転動面に出力されるので、遊技球の経路（過程）のうちの高さ方向の経路にも変化を与
えることができ、遊技球の転動態様が３次元的に変化することになり、遊技球が跳び上げ
出力されて転動面を転動して特定入球手段に向かうという経路（過程）に斬新なバリエー
ション（変化）を持たせることができる。よって、遊技球が特定入球手段（Ｖゾーン：特
定領域）に導かれるか否かの遊技球の挙動に意外性を持たせることができ、面白味を向上
させることができる。その結果、興趣性に優れた遊技機を提供することができる。
　（１）前記（０）に記載の遊技機において、
　さらに、遊技球と接触してその遊技球の転動態様に影響を及ぼすものであって、第１方
向とその方向とは異なる第２方向とに駆動可能に前記転動面上に配設された作用部材と、
　前記作用部材を第１方向に第１の周期で往復駆動または周回駆動させる第１駆動手段と
、
　前記作用部材を前記第１方向とは異なる第２方向に前記第１の周期とは異なる第２の周
期で往復駆動または周回駆動させる第２駆動手段と、
　を備え、
　前記第１駆動手段と前記第２駆動手段とを同時に駆動させるように制御する同時駆動制
御手段
　を備え、
　前記跳上出力手段は、当該入賞装置内に入球した遊技球を跳び上がらせて前記作用部材
の方に出力する
　ことを特徴とする遊技機。
【００１１】
　前記（１）に記載の発明によれば、この入賞装置に入球された遊技球は、跳上出力手段
によって跳び上がらせて当該入賞装置内の転動面の方に出力されて転動面を転動する。ま
た、出力方向変更手段によって、跳上出力手段による遊技球の跳び上げ出力方向が変更さ
れる。転動面を転動した遊技球が特定入球手段に入球すると、遊技者にとって有利な遊技
状態が発生することになるのであるが、作用部材によって遊技球の転動態様がさらに変化
することがある。つまり、この作用部材は、跳び上げ出力された遊技球や転動面を転動す
る遊技球と接触してその遊技球の転動態様に影響を及ぼすものであり、第１方向とその方
向とは異なる第２方向とに往復駆動あるいは周回駆動可能に転動面上に配設されている。
第１駆動手段は、作用部材を第１方向に第１の周期で往復駆動あるいは周回駆動させる。
第２駆動手段は、作用部材を第１方向とは異なる第２方向に第１の周期とは異なる第２の
周期で往復駆動あるいは周回駆動させる。同時駆動制御手段は、第１駆動手段と第２駆動
手段とを同時に駆動させるように制御する。
【００１２】
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　したがって、作用部材を第１方向に第１の周期で往復駆動あるいは周回駆動させつつ、
第１方向とは異なる第２方向に第１の周期とは異なる第２の周期で往復駆動あるいは周回
駆動させることができる。すなわち、作用部材を、第１方向の往復駆動あるいは周回駆動
と第２方向の往復駆動あるいは周回駆動とを合成させた駆動とすることができ、しかも第
１の周期と第２の周期とを異ならせているので、第１方向の同一位置で毎回第２方向の動
きが作用部材に発生するのではなく、第１方向の種々の位置で第２方向の動きがランダム
に作用部材に発生するという面白味のある動きで作用部材を動作させることができる。つ
まり、作用部材は第１の周期で第１方向に往復駆動あるいは周回駆動しつつ第２の周期で
第２方向にも往復駆動あるいは周回駆動するので、作用部材の第１方向および第２方向の
往復駆動あるいは周回駆動がそれぞれ所定の周期で行われていることを遊技者は見ること
ができ、当該作用部材の動作態様について遊技者に不信感を与えることはないし、しかも
第１の周期での第１方向の往復駆動あるいは周回駆動中に第２の周期での第２方向の往復
駆動あるいは周回駆動が発生するという作用部材の動作態様となっていることから、作用
部材と遊技球（跳び上げ出力された遊技球や転動面を転動する遊技球）との関係（作用部
材と、跳び上げ出力された遊技球や転動面を転動する遊技球とが接触したりしなかったり
するという事象）に意外性を持たせることができ、転動面を転動する遊技球の挙動に意外
性を持たせることができる。その結果、興趣性に優れた遊技機を提供することができる。
【００１３】
　（２）前記（１）に記載の遊技機において、
　前記作用部材は、前記第１方向としての水平方向と、前記第２方向としての垂直方向に
往復駆動可能としたものであることを特徴とする遊技機。
【００１４】
　前記（２）に記載の発明によれば、作用部材は、第１方向としての水平方向に第１の周
期で往復駆動するとともに、第２方向としての垂直方向に第２の周期で往復駆動する。し
たがって、作用部材を、水平方向の往復駆動と垂直方向の往復駆動とを合成させた往復駆
動とすることができ、しかも第１の周期と第２の周期とを異ならせているので、水平方向
の同一位置で毎回垂直方向の動きが作用部材に発生するのではなく、水平方向の種々の位
置で垂直方向の動きがランダムに作用部材に発生するという面白味のある動きで作用部材
を動作させることができる。つまり、作用部材は第１の周期で水平方向に往復駆動しつつ
第２の周期で垂直方向にも往復駆動するので、作用部材の水平方向および垂直方向の往復
駆動がそれぞれ所定の周期で行われていることを遊技者は見ることができ、当該作用部材
の動作態様について遊技者に不信感を与えることはないし、しかも第１の周期での水平方
向の往復駆動中に第２の周期での垂直方向の往復駆動が発生するという作用部材の動作態
様となっていることから、作用部材と遊技球（跳び上げ出力された遊技球や転動面を転動
する遊技球）との関係（作用部材と、跳び上げ出力された遊技球や転動面を転動する遊技
球とが接触したりしなかったりするという事象）に意外性を持たせることができ、転動面
を転動する遊技球の挙動に意外性を持たせることができる。その結果、興趣性に優れた遊
技機を提供することができる。
【００１５】
　（３）前記（１）または（２）に記載の遊技機において、
　前記作用部材は、その一端側を基端部とし、その他端側を先端部とする棒状部材であっ
て、前記基端部を軸心として前記先端部を前記軸心に直交する水平面の所定範囲内で水平
面回動往復自在であり、かつ、前記先端部を前記軸心と平行な垂直面の所定範囲内で垂直
面回動往復自在なものであることを特徴とする遊技機。
【００１６】
　前記（３）に記載の発明によれば、作用部材は、その一端側を基端部とし、その他端側
を先端部とする棒状部材であって、基端部を軸心として先端部を軸心に直交する水平面の
所定範囲内で水平面回動往復自在であり、かつ、先端部を軸心と平行な垂直面の所定範囲
内で垂直面回動往復自在なものとしている。したがって、作用部材を、水平面内の回動往
復駆動と垂直面内の回動往復駆動とを合成させた往復駆動とすることができ、しかも第１
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の周期と第２の周期とを異ならせているので、同一の方位角位置で毎回垂直面回動往復の
動きが作用部材に発生するのではなく、種々の方位角位置で垂直面回動往復の動きがラン
ダムに作用部材に発生するという面白味のある動きで作用部材を動作させることができる
。つまり、作用部材は第１の周期で水平面回動往復しつつ第２の周期で垂直面回動往復す
るので、作用部材の水平方向および垂直方向の回動往復駆動がそれぞれ所定の周期で行わ
れていることを遊技者は見ることができ、当該作用部材の動作態様について遊技者に不信
感を与えることはないし、しかも第１の周期での水平面回動往復駆動中に第２の周期での
垂直面回動往復駆動が発生するという作用部材の動作態様となっていることから、作用部
材と遊技球（跳び上げ出力された遊技球や転動面を転動する遊技球）との関係（作用部材
と、跳び上げ出力された遊技球や転動面を転動する遊技球とが接触したりしなかったりす
るという事象）に意外性を持たせることができ、転動面を転動する遊技球の挙動に意外性
を持たせることができる。その結果、興趣性に優れた遊技機を提供することができる。
【００１７】
　（４）前記（０）に記載の遊技機、または、前記（１）から（３）のいずれか一つに記
載の遊技機において、
　前記転動面は、その上流側から下流側に遊技球が流下するように傾斜している傾斜面と
なっており、
　前記特定入球手段は、前記転動面の下流側端部の所定箇所に配設されている
　ことを特徴とする遊技機。
【００１８】
　前記（４）に記載の発明によれば、転動面は、その上流側から下流側に遊技球が流下す
るように傾斜している傾斜面となっており、特定入球手段は、転動面の下流側端部の所定
箇所に配設されている。したがって、異なる周期で第１方向および第２方向に往復駆動す
るという作用部材の動作により、跳び上げ出力された遊技球や傾斜面をその上流側から下
流側に流下する遊技球の転動方向に影響を及ぼしたりそうしなかったりすることになり、
作用部材と遊技球（跳び上げ出力された遊技球や傾斜面を流下する遊技球）との関係（作
用部材と、跳び上げ出力された遊技球や傾斜面を流下する遊技球とが衝突したりしなかっ
たりするという事象）に意外性を持たせることができ、傾斜面を流下する遊技球の挙動に
意外性を持たせることができる。その結果、興趣性に優れた遊技機を提供することができ
る。
【００１９】
　（５）前記（４）に記載の遊技機において、
　前記傾斜面は、その上流側から下流側までを複数個に分割した複数個の分割傾斜面を備
え、
　前記特定入球手段は、前記転動面の下流側端部の所定箇所に配設されており、
　前記複数個の分割傾斜面のうちで一つの分割傾斜面の下流側の端部よりも、当該分割傾
斜面の下流側に隣接する他方の分割傾斜面の上流側の端部を高くした、遊技球を停留させ
る段差を形成するように、前記分割傾斜面の傾斜姿勢を変更する姿勢変更手段
　を備えている
　ことを特徴とする遊技機。
【００２０】
　前記（５）に記載の発明によれば、転動面は、その上流側から下流側に遊技球が流下す
るように傾斜している傾斜面となっている。この傾斜面は、その上流側から下流側までを
複数個に分割した複数個の分割傾斜面を備えている。特定入球手段は、転動面の下流側端
部の所定箇所に配設されている。姿勢変更手段は、複数個の分割傾斜面のうちで一つの分
割傾斜面の下流側の端部よりも、当該分割傾斜面の下流側に隣接する他方の分割傾斜面の
上流側の端部を高くした、遊技球を停留させるための段差を形成するように、分割傾斜面
の傾斜姿勢を変更する。
【００２１】
　したがって、遊技球を停留させる段差を転動面に生じさせない状態（転動面が非段差状
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態となっている場合）、つまり、一方の分割傾斜面の下流側の端部よりも、その分割傾斜
面の下流側に隣接する他方の分割傾斜面の上流側の端部を高くした段差を生じさせない状
態の場合には、遊技球を停留させることなく上流側から下流側に流下させることができる
。また、遊技球を停留させる段差を転動面に生じさせた状態（転動面が段差状態となって
いる場合）、つまり、一方の分割傾斜面の下流側の端部よりも、その分割傾斜面の下流側
に隣接する他方の分割傾斜面の上流側の端部を高くした段差を生じさせた状態の場合には
、当該段差により遊技球を停留させることができる。つまり、転動面が非段差状態となっ
ているときには、転動面全体を転動スペースとして利用することができるので、遊技球の
転動スペースを十分に確保できる。また、転動面が段差状態となっているときには、転動
面のその段差により、遊技球の停留させることができ、転動面を段差状態から非段差状態
に戻すことで遊技球の停留を解除できる。その結果、遊技球の転動スペースを十分に確保
できるとともに、遊技球の一時的な停留およびその解除ができるという興趣性に優れた遊
技機を提供することができる。
【００２２】
　また、異なる周期で第１方向および第２方向に往復駆動するという作用部材の動作によ
り、跳び上げ出力された遊技球や傾斜面をその上流側から下流側に流下する遊技球の転動
方向に影響を及ぼしたりそうしなかったりすることになり、作用部材と遊技球（跳び上げ
出力された遊技球や傾斜面を流下する遊技球）との関係（作用部材と、跳び上げ出力され
た遊技球や傾斜面を流下する遊技球とが衝突したりしなかったりするという事象）に意外
性を持たせることができ、傾斜面を流下する遊技球の挙動に意外性を持たせることができ
る。その結果、興趣性に優れた遊技機を提供することができる。以上のことから、前述し
た遊技球を転動面上で停留させるという隣接する分割傾斜面間の段差と、異なる周期で第
１方向および第２方向に往復駆動するという作用部材と、を備えた入賞装置を実現でき、
入賞装置内での遊技球の挙動をさらに意外性のあるものにすることができる。
【００２３】
　（６）前記（５）に記載の遊技機において、
　隣接する前記分割傾斜面のうちで上流側の分割傾斜面での所定箇所に突起部を設け、
　前記作用部材は、その下面側に前記突起部が位置するように前記転動面上に配設されて
おり、
　前記第２駆動手段は、前記姿勢変更手段によって、隣接する前記分割傾斜面のうちで上
流側の分割傾斜面の傾斜姿勢を変更することで前記突起部を昇降させ、前記突起部の昇降
動作が前記作用部材の下面に伝動されることで当該作用部材を昇降させるものである
　ことを特徴とする遊技機。
【００２４】
　前記（６）に記載の発明によれば、隣接する分割傾斜面のうちで上流側の分割傾斜面で
の所定箇所には突起部が設けられている。作用部材は、その下面側に突起部が位置するよ
うに転動面上に配設されている。第２駆動手段は、姿勢変更手段によって、隣接する分割
傾斜面のうちで上流側の分割傾斜面の傾斜姿勢を変更することで突起部を昇降させ、突起
部の昇降動作が作用部材の下面に伝動されることで当該作用部材を昇降させるものである
。したがって、隣接する分割傾斜面による段差の発生とその解除との動作に連動して、作
用部材を昇降動作させることができ、より面白味のある遊技球の挙動を実現することがで
きる。
【００２５】
　（７）前記（５）または（６）に記載の遊技機において、
　前記入賞装置は、遊技球が入球可能な入口部と、前記入口部に入球した遊技球を下方向
に流下させて前記転動面の方に案内する案内通路部とを備え、
　前記分割傾斜面に一体形成された上り傾斜台は、前記案内通路部の入口部よりも下に位
置し、
　前記跳上出力手段は、前記分割傾斜面に一体形成された上り傾斜台であって、前記案内
通路部を通ってきた遊技球が供給されてその勢いで遊技球が跳び出すものであり、
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　前記出力方向変更手段は、前記姿勢変更手段により前記分割傾斜面の傾斜姿勢を変更す
ることで、前記上り傾斜台の体勢を変更するものである
　ことを特徴とする遊技機。
【００２６】
　前記（７）に記載の発明によれば、分割傾斜面に一体形成された上り傾斜台は、案内通
路部の入口部よりも下に位置しており、入口部に入球した遊技球は、案内通路部を通って
下方向に流下されて、分割傾斜面に一体形成された上り傾斜台の方に案内される。案内通
路部を通って供給されてきた遊技球は、その勢いで上り傾斜台から転動面（分割傾斜面）
に向けて跳び出すことになる。姿勢変更手段により分割傾斜面の傾斜姿勢が変更されるこ
とで、上り傾斜台の体勢が変更される。つまり、遊技球の跳び上げ出力方向が変更される
。したがって、上り傾斜台から転動面（分割傾斜面）に向けて跳び出す遊技球の跳び上げ
出力方向にバリエーションを持たせることができ、しかも分割傾斜面の傾斜姿勢の変更自
体が上り傾斜台の体勢変更となるので、分割傾斜面と上り傾斜台との傾斜姿勢の同時変更
による遊技球の挙動の面白味を提供することができる。つまり、隣接する分割傾斜面によ
る段差の発生により、当該段差部分に遊技球を停留させることができ、当該段差の解除に
より、段差部分での遊技球の停留を解除でき、遊技球の転動に面白味を与えることができ
、しかも、隣接する分割傾斜面による段差の発生とその解除との動作に連動して、上り傾
斜台の体勢を変更することができ、より面白味のある遊技球の挙動を実現することができ
る。
【００２７】
　（８）前記（７）に記載の遊技機において、
　前記上り傾斜台は、前記分割傾斜面の傾斜方向とは異なる方向に上り傾斜となるように
前記分割傾斜面に一体形成されたものである
　ことを特徴とする遊技機。
【００２８】
　前記（８）に記載の発明によれば、入口部に入球した遊技球は、案内通路部を通って、
分割傾斜面に一体形成された上り傾斜台の方に案内される。案内通路部を通って供給され
てきた遊技球は、その勢いで上り傾斜台から転動面（分割傾斜面）に向けて跳び出すこと
になる。この上り傾斜台は、分割傾斜面の傾斜方向とは異なる方向に上り傾斜となるよう
に分割傾斜面に一体形成されている。したがって、遊技球を分割傾斜面の傾斜方向とは異
なる方向に分割傾斜面の方に跳び出させることができ、遊技球の挙動をより面白味のある
ものにできる。さらに、姿勢変更手段により分割傾斜面の傾斜姿勢が変更されることで、
上り傾斜台の体勢が変更される。つまり、遊技球の跳び上げ出力方向が変更される。よっ
て、隣接する分割傾斜面による段差の発生により、当該段差部分に遊技球を停留させるこ
とができ、当該段差の解除により、段差部分での遊技球の停留を解除でき、遊技球の転動
に面白味を与えることができ、しかも、隣接する分割傾斜面による段差の発生とその解除
との動作に連動して、上り傾斜台の体勢を変更することができ、上り傾斜台から転動面（
分割傾斜面）に向けて跳び出す遊技球の跳び上げ出力方向にバリエーションを持たせるこ
とができ、より面白味のある遊技球の挙動を実現することができる。
【００２９】
　（９）前記（７）に記載の遊技機において、
　前記上り傾斜台は、前記分割傾斜面の傾斜方向に対して直交するあるいは略直交する方
向に上り傾斜となるように前記分割傾斜面に一体形成されたものである
　ことを特徴とする遊技機。
【００３０】
　前記（９）に記載の発明によれば、入口部に入球した遊技球は、案内通路部を通って、
分割傾斜面に一体形成された上り傾斜台の方に案内される。案内通路部を通って供給され
てきた遊技球は、その勢いで上り傾斜台から転動面（分割傾斜面）に向けて跳び出すこと
になる。この上り傾斜台は、分割傾斜面の傾斜方向に対して直交するあるいは略直交する
方向に上り傾斜となるように分割傾斜面に一体形成されている。したがって、遊技球を分
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割傾斜面の傾斜方向に対して直交するあるいは略直交する方向に分割傾斜面の方に跳び出
させることができ、遊技球の挙動をより面白味のあるものにできる。さらに、姿勢変更手
段により分割傾斜面の傾斜姿勢が変更されることで、上り傾斜台の体勢が変更される。つ
まり、遊技球の跳び上げ出力方向が変更される。よって、隣接する分割傾斜面による段差
の発生により、当該段差部分に遊技球を停留させることができ、当該段差の解除により、
段差部分での遊技球の停留を解除でき、遊技球の転動に面白味を与えることができ、しか
も、隣接する分割傾斜面による段差の発生とその解除との動作に連動して、上り傾斜台の
体勢を変更することができ、上り傾斜台から転動面（分割傾斜面）に向けて跳び出す遊技
球の跳び上げ出力方向にバリエーションを持たせることができ、より面白味のある遊技球
の挙動を実現することができる。
【００３１】
　（１０）前記（５）から（９）のいずれか一つに記載の遊技機において、
　隣接する前記分割傾斜面は、その境界部分の形状を凹凸形状とし、かつ、それらを咬合
させていることを特徴とする遊技機。
【００３２】
　前記（１０）に記載の発明によれば、隣接する分割傾斜面は、その境界部分の形状を凹
凸形状とし、かつ、それらを咬合させたものとしている。したがって、遊技球を停留させ
る段差を転動面に生じさせない状態の場合（転動面が非段差状態となっている場合）には
、隣接する分割傾斜面の境界部分で遊技球を停留させることなくそのまま通過させていく
ことができる。また、遊技球を停留させる段差を転動面に生じさせた状態の場合（転動面
が段差状態となっている場合）には、隣接する分割傾斜面の境界部分に、遊技球を停留さ
せる段差が形成されており、当該段差により遊技球を停留させることができる。つまり、
隣接する分割傾斜面のうちで下流側の分割傾斜面の上流側の端部たる凹凸形状端部におけ
る凹部に遊技球を停留させることができ、遊技球の停留位置を定めることができる。
【００３３】
　（１１）前記（１０）に記載の遊技機において、
　隣接する前記分割傾斜面は、その凹凸形状とした境界部分の凹部の大きさを遊技球の直
径程度としていることを特徴とする遊技機。
【００３４】
　前記（１１）に記載の発明によれば、隣接する分割傾斜面は、その凹凸形状とした境界
部分の凹部の大きさを遊技球の直径程度としている。したがって、遊技球を停留させる段
差を転動面に生じさせた状態の場合（転動面が段差状態となっている場合）には、隣接す
る分割傾斜面の境界部分に、遊技球を停留させる段差が形成されており、当該段差により
遊技球を停留させることができ、隣接する分割傾斜面のうちで下流側の分割傾斜面の上流
側の端部たる凹凸形状端部における凹部に遊技球を停留させることができ、遊技球の停留
位置を定めることができる。
【００３５】
　（１２）前記（５）から（１１）のいずれか一つに記載の遊技機において、
　前記特定入球手段は、前記転動面の下流側端部の所定箇所に配設されており、
　前記転動面の最下流側の分割傾斜面上における、前記特定入球手段と同一軸線上の所定
箇所に、遊技球を前記特定入球手段の方に案内するための案内溝を設け、
　前記案内溝の上流側には、前記転動面の最下流側の前記分割傾斜面での上流側端部の一
つの前記凹部が位置している
　ことを特徴とする遊技機。
【００３６】
　前記（１２）に記載の発明によれば、特定入球手段は、転動面の下流側端部の所定箇所
に配設されている。転動面の最下流側の分割傾斜面上における、特定入球手段と同一軸線
上の所定箇所には、特定入球手段の方に遊技球を案内するための案内溝が設けられている
。案内溝の上流側には、転動面の最下流側の分割傾斜面での上流側端部の一つの凹部が位
置している。したがって、転動面の最下流側の分割傾斜面での上流側端部の一つの凹部で
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あって、分割傾斜面上での案内溝の上流側に位置する凹部に、遊技球が停留されると、そ
の停留解除後には案内溝に沿って当該分割傾斜面を流下して行き、特定入球手段の方に案
内することができる。最下流側の分割傾斜面での上流側端部の一つの凹部であって、案内
溝に連設する凹部に遊技球が停留されると、その解除後に特定入球手段の方に案内される
ため、当該凹部に遊技球が停留されることを期待するという遊技の面白味を発生させるこ
とができる。
【００３７】
　（１３）前記（５）から（１２）のいずれか一つに記載の遊技機において、
　前記案内溝は、前記分割傾斜面の傾斜方向に沿った溝であり、
　前記最下流側の分割傾斜面は、当該分割傾斜面の傾斜方向に直交する方向である幅方向
において、前記案内溝を含む第１領域と、前記第１領域の両側に位置する第２領域とを備
え、かつ、前記第１領域が前記第２領域よりも高くなったものとしている
　ことを特徴とする遊技機。
【００３８】
　前記（１３）に記載の発明によれば、案内溝は、分割傾斜面の傾斜方向に沿った溝とし
ている。また、最下流側の分割傾斜面は、当該分割傾斜面の傾斜方向に直交する方向であ
る幅方向において、案内溝を含む第１領域と、この第１領域の両側に位置する第２領域と
を備え、かつ、第１領域が第２領域よりも高くなったものとしている。したがって、最下
流側の分割傾斜面での第２領域を転動した遊技球が第１領域に乗り上げ難くできる。つま
り、第２領域から第１領域への横乗りを低減できる。よって、第１領域の案内溝を遊技球
が流下していく場合には特定入球手段に入球され易く、第２領域を遊技球が流下していく
場合には特定入球手段に入球され難くすることができ、最下流側の分割傾斜面の第１領域
の案内溝に遊技球が供給されたのか第２領域に供給されたのかで有利差をより明確につけ
ることができる。
【００３９】
　（１４）前記（１３）に記載の遊技機において、
　前記最下流側の分割傾斜面に隣接する分割傾斜面は、当該分割傾斜面の傾斜方向に直交
する方向である幅方向において、前記最下流側の分割傾斜面での前記第１領域に対応する
第３領域と、前記第３領域の両側に位置する第４領域とを備え、かつ、前記第３領域が前
記第４領域よりも高くなったものとしている
　ことを特徴とする遊技機。
【００４０】
　前記（１４）に記載の発明によれば、最下流側の分割傾斜面に隣接する分割傾斜面は、
当該分割傾斜面の傾斜方向に直交する方向である幅方向において、最下流側の分割傾斜面
での第１領域に対応する第３領域と、この第３領域の両側に位置する第４領域とを備え、
かつ、第３領域が第４領域よりも高くなったものとしている。したがって、最下流側の分
割傾斜面に隣接する分割傾斜面での第４領域を転動した遊技球が第３領域に乗り上げ難く
できる。つまり、第４領域から第３領域への横乗りを低減できる。よって、第３領域を遊
技球が流下していく場合には最下流側の分割傾斜面の第１領域の案内溝に供給され、第４
領域を遊技球が流下していく場合には最下流側の分割傾斜面の第２領域に供給される。第
１領域の案内溝を遊技球が流下していく場合には特定入球手段に入球され易く、第２領域
を遊技球が流下していく場合には特定入球手段に入球され難くなっている。最下流側の分
割傾斜面に隣接する分割傾斜面の第３領域に遊技球が供給されたのか第４領域に供給され
たのかで有利差をより明確につけることができる。
【００４１】
　（１５）前記（１）から（１４）のいずれか一つに記載の遊技機において、
　前記作用部材は、前記第１駆動手段および前記第２駆動手段による駆動によって、前記
転動面上を転動する遊技球が前記特定入球手段に入球され易い位置に存在することがある
　ことを特徴とする遊技機。
【００４２】
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　前記（１５）に記載の発明によれば、作用部材は、第１駆動手段および第２駆動手段に
よる駆動によって、転動面上を転動する遊技球が特定入球手段に入球され易い位置に存在
することがある。したがって、作用部材がある位置に存在しているときには、転動面上を
転動する遊技球が特定入球手段に入球され易くなっており、作用部材がその位置になると
きを狙って入賞装置内に遊技球を打ち込むようにするという面白味があるし、特定入球手
段への遊技球の入球に基づく利益を得ることができ、遊技に面白味を感じることができる
。
【００４３】
　（１６）前記（１）から（１５）のいずれか一つに記載の遊技機において、
　前記同時駆動制御手段は、遊技者にとって有利な遊技状態の場合に、前記作用部材を所
定位置で駆動停止し、隣接する前記分割傾斜面間に前記段差を生じさせ、当該段差により
前記作用部材を上昇させた状態とする
　ことを特徴とする遊技機。
【００４４】
　前記（１６）に記載の発明によれば、同時駆動制御手段は、遊技者にとって有利な遊技
状態の場合に、作用部材を所定位置で駆動停止し、隣接する分割傾斜面間に段差を生じさ
せ、当該段差により作用部材を上昇させた状態とする。したがって、作用部材が上昇した
状態となっているので、転動面上を転動する遊技球に作用部材が影響を及ぼすことが少な
くなる。つまり、作用部材が転動面上に遊技球の転動に影響を及ぼし易い状態で存在する
と、遊技球の停留分布状態に偏りが生じてしまうが、作用部材が転動面上に遊技球の転動
に影響を及ぼし難い状態で存在しているので、遊技球の停留分布状態に偏りを生じさせ難
くでき、分割傾斜面間の段差部分に停留される遊技球の停留分布状態を好適なものとする
ことができ、より遊技を面白くできる。
【００４５】
　（１７）前記（５）から（１６）のいずれか一つに記載の遊技機において、
　前記姿勢変更手段は、前記複数個の分割傾斜面に連結される単一のリンク部材と、前記
リンク部材を第１状態と第２状態とに変移可能に駆動する駆動手段と、を備え、前記駆動
手段を動作させて前記リンク部材を第１状態に変移させることで、隣接する前記分割傾斜
面間に前記段差を生じさせないようにし、前記駆動手段を動作させて前記リンク部材を第
２状態に変移させることで、隣接する前記分割傾斜面間に前記段差を生じさせるようにす
るものである
　ことを特徴とする遊技機。
【００４６】
　前記（１７）に記載の発明によれば、姿勢変更手段は、複数個の分割傾斜面に連結され
る単一のリンク部材と、このリンク部材を第１状態と第２状態とに変移可能に駆動する駆
動手段と、を備え、駆動手段を動作させて単一のリンク部材を第１状態に変移させること
で、隣接する分割傾斜面間に段差を生じさせないようにし、駆動手段を動作させて単一の
リンク部材を第２状態に変移させることで、隣接する分割傾斜面間に段差を生じさせるよ
うにするものである。したがって、駆動手段によって単一のリンク部材を第１状態と第２
状態とに変移するだけで、隣接する分割傾斜面間に段差を生じさせたりそれを解除したり
でき、分割傾斜面の個数分だけ駆動手段を設ける必要がなく、複数個の分割傾斜面を簡易
な構成で好適に駆動することができる。
【００４７】
　（１８）前記（５）から（１７）のいずれか一つに記載の遊技機において、
　前記姿勢変更手段は、隣接する前記分割傾斜面間の段差によって停留されている遊技球
の排出を目的とする、当該段差の解除から再び段差が発生するまでの時間を、段差により
停留されている最下流側の列の遊技球よりも後方に位置する次の列の遊技球が、最下流側
の列の遊技球が放出されたことによって最下流側の位置に移動するまでの時間よりも短く
している
　ことを特徴とする遊技機。
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【００４８】
　前記（１８）に記載の発明によれば、姿勢変更手段は、隣接する分割傾斜面間の段差に
よって停留されている遊技球の排出を目的とする、当該段差の解除から再び段差が発生す
るまでの時間を、この段差により停留されている最下流側の列（所定列、例えば一列）の
遊技球よりも後方に位置する次の列（所定列、例えば一列）の遊技球が、最下流側の列（
所定列、例えば一列）の遊技球が放出されたことによって最下流側の位置に移動するまで
の時間よりも短くしている。つまり、隣接する分割傾斜面間の段差の解除から再び段差が
発生するまでが迅速に行われている。したがって、段差により停留されている各列の遊技
球を、最下流側から順番にその列ごとに開放出力することができる。つまり、停留されて
いる遊技球を複数回に分けて開放出力することができ、各回の開放出力について特定入球
手段に遊技球が入球するのではないかとい期待感を持つことができ、より面白味のある遊
技を実現することができる。
【００４９】
　（１９）前記（５）から（１８）のいずれか一つに記載の遊技機において、
　隣接する前記分割傾斜面間の前記段差で停留された遊技球の増加によって、当該段差が
大きくなるように前記分割傾斜面の傾斜姿勢に遊びを持たせている
　ことを特徴とする遊技機。
【００５０】
　前記（１９）に記載の発明によれば、隣接する分割傾斜面間の段差で停留された遊技球
の増加によって、当該段差が大きくなるように分割傾斜面の傾斜姿勢に遊びを持たせてい
る。したがって、隣接する分割傾斜面間の段差で停留された遊技球が増加することによっ
て、当該段差が大きくなる。つまり、隣接する分割傾斜面のうちの上流側の分割傾斜面の
下流側端部がさらに沈み込み、より多くの遊技球が停留されたことを遊技者は視認するこ
とができ、より多くの遊技球が停留される方が遊技者にとって有利であるため、遊技球の
停留についての面白味を向上させることができる。
【００５１】
　（２０）前記（５）から（１９）のいずれか一つに記載の遊技機において、
　隣接する前記分割傾斜面間の前記段差の解除により開放出力された遊技球のうちで前記
特定入球手段の入口に至った遊技球を当該入口で一時的に保持する保持手段
　を備えていることを特徴とする遊技機。
【００５２】
　前記（２０）に記載の発明によれば、保持手段は、隣接する分割傾斜面間の段差の解除
により開放出力された遊技球のうちで特定入球手段の入口に至った遊技球を当該入口で一
時的に保持する。その遊技球の一時的な保持が解除されると、当該遊技球は特定入球手段
に入球されることになる。したがって、特定入球手段の入口で一時的に保持することによ
り、特定入球手段の入口で遊技球が一時的に保持されている状態を遊技者は視認すること
ができ、特定入球手段への遊技球の入球を見逃すことを低減できる。特定入球手段への遊
技球の入球は遊技者にとって利益のある事象であるので、特定入球手段の入口で遊技球を
一時的に保持して、特定入球手段への遊技球の入球確約を遊技者に提供することで、利益
を受けることができるという喜びや達成感を味わうことができ、より遊技の興趣性を向上
させることができる。
【００５３】
　（２１）前記（１）から（２０）のいずれか一つに記載の遊技機において、
　前記跳上出力手段は、前記作用部材への遊技球の乗り上げを目的として、当該入賞装置
内に入球した遊技球を跳び上がらせて前記作用部材の方に出力するものであり、
　前記作用部材は、その上面に、前記跳上出力手段から跳び上げ出力された遊技球を受け
るための乗り上げ溝部と、前記乗り上げ溝部に連接された溝であって、前記乗り上げ溝部
に乗り上げられた遊技球を出力するための出力溝部と、を備え、前記出力溝部が前記特定
入球手段の方へ向かった状態で当該出力溝部から遊技球が出力されることで前記乗り上げ
溝部に乗り上げられた遊技球が前記特定入球手段の方に誘導される
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　ことを特徴とする遊技機。
【００５４】
　前記（２１）に記載の発明によれば、跳上出力手段は、作用部材への遊技球の乗り上げ
を目的として、当該入賞装置内に入球した遊技球を跳び上がらせて作用部材の方に出力す
る。跳上出力手段から跳び上げ出力された遊技球は、作用部材の上面に形成された乗り上
げ溝部に乗り上げられることがあり、乗り上げ溝部に連接された出力溝部が特定入球手段
の方へ向かった状態で当該出力溝部から遊技球が出力されることで、乗り上げ溝部に乗り
上げられた遊技球が特定入球手段の方に誘導される。したがって、作用部材上の乗り上げ
溝部に遊技球が乗り上げ、この遊技球を出力溝部から特定入球手段に向けて出力すること
ができ、遊技球の挙動をより面白味のあるものにできる。
【００５５】
　（２２）前記（７）に記載の遊技機において、
　前記案内通路部は、当該案内通路部内を通過する遊技球の勢いを調節する調節手段を備
えていることを特徴とする遊技機。
【００５６】
　前記（２２）に記載の発明によれば、調節手段は、案内通路部内を通過する遊技球の勢
いを調節する。したがって、案内通路部内を通過する遊技球の勢いを調節することができ
、遊技球が案内通路部に衝突することで損傷することを低減できる。
【００５７】
　（２３）　前記（０）に記載の遊技機、または、前記（１）から（２２）のいずれか一
つに記載の遊技機において、
　前記遊技機はパチンコ機であることを特徴とする遊技機。
【００５８】
　前記（２３）に記載の遊技機によれば、興趣性に優れたパチンコ機を提供できる。なお
、パチンコ機の基本構成としては操作ハンドルを備え、その操作ハンドルの操作に応じて
遊技用媒体としての球を所定の遊技領域に発射し、球が遊技領域内の所定の位置に配設さ
れた作動口に入賞（または作動ゲートを通過）するものが挙げられる。また、特別遊技状
態の発生時には、遊技領域内の所定の位置に配設された入賞装置（可変入賞手段や特定入
賞口など）が所定の態様で開放されて球を入賞可能とし、その入賞個数に応じた有価価値
（景品球のみならず、磁気カードへ書き込まれるデータ等も含む）が付与されるものが挙
げられる。
【００５９】
【００６０】
　以下、パチンコ遊技機（以下、単に「パチンコ機」という）の一実施の形態を、図面に
基づいて詳細に説明する。図１はパチンコ機１０の正面図であり、図２は、外枠１１に対
して内枠１２と前面枠セット１４とを開放した状態を示す斜視図である。但し、図２では
便宜上、下皿ユニット１３が内枠１２から取り外された状態を示している。
【００６１】
　図１，２に示すように、パチンコ機１０は、当該パチンコ機１０の外殻を形成する外枠
１１と、この外枠１１の一側部に開閉可能に支持された内枠１２とを備えている。以下に
、外枠１１と内枠１２との構成を個別に詳細に説明する。
【００６２】
　外枠１１は、木製の板材により全体として矩形状に構成され、小ネジ等の離脱可能な締
結具により各板材が組み付けられている。本実施の形態では、外枠１１の上下方向の外寸
は８０９ｍｍ（内寸７７１ｍｍ）、左右方向の外寸は５１８ｍｍ（内寸４８０ｍｍ）とな
っている。なお、外枠１１は樹脂やアルミニウム等の軽金属により構成されていてもよい
。
【００６３】
　内枠１２の開閉軸線はパチンコ機１０の正面からみてハンドル（後述する遊技球発射ハ
ンドル１８）設置箇所の反対側（図１のパチンコ機１０の左側）で上下に延びるように設
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定されており、この開閉軸線を軸心にして内枠１２が前方側に十分に開放できるようにな
っている。例えば、内枠１２の開閉軸線がハンドル設置箇所側（図１のパチンコ機１０の
右側）で上下方向にあるとすると、内枠１２を開放する際に遊技球発射ハンドル１８の頭
部等が隣なりのパチンコ機やカードユニット（球貸しユニット）に干渉することになり、
内枠１２を十分に開放できない。また、内枠１２は合成樹脂、具体的にはＡＢＳ（アクリ
ロニトリル－ブタジエン－スチレン）樹脂により構成されている。こうすることで、粘性
が高く衝撃に強くでき、低コストで製造できる。
【００６４】
　内枠１２の構成を図３も用いて詳細に説明する。図３は、パチンコ機１０から前面枠セ
ット１４を取り外した状態を示す正面図である（但し、図３では便宜上、遊技盤３０面上
の遊技領域内の構成を空白で示している）。
【００６５】
　内枠１２は、大別すると、その最下部に取り付けられた下皿ユニット１３と、この下皿
ユニット１３よりも上側の範囲で内枠１２の左側の上下方向の開閉軸線を軸心にして開閉
自在に取り付けられた前面枠セット１４と、後述する樹脂ベース２０と、この樹脂ベース
２０の後側に取り付けられる遊技盤３０とを備えている。これらの各構成を以下に詳細に
説明する。
【００６６】
　下皿ユニット１３は、内枠１２に対してネジ等の締結具により固定されている。この下
皿ユニット１３の前面側には、下皿１５と球抜きレバー１７と遊技球発射ハンドル１８と
灰皿２２と音出力口２４が設けられている。球受皿としての下皿１５は、下皿ユニット１
３のほぼ中央部に設けられており、排出口１６より排出された遊技球が下皿１５内に貯留
可能になっている。球抜きレバー１７は、下皿１５内の遊技球を抜くためのものであり、
この球抜きレバー１７を図１で左側に移動させることにより、下皿１５の底面の所定箇所
が開口され、下皿１５内に貯留された遊技球を下皿１５の底面の開口部分を通して下方向
外部に抜くことができる。遊技球発射ハンドル１８は、下皿１５よりも右方で手前側に突
出して配設されている。遊技者による遊技球発射ハンドル１８の操作に応じて、遊技球発
射装置３８によって遊技球が後述する遊技盤３０の方へ打ち込まれるようになっている。
遊技球発射装置３８は、遊技球発射ハンドル１８と発射モータなどで構成されている。な
お、上述した遊技球発射装置３８が本発明における遊技球発射手段に相当する。音出力口
２４は、下皿ユニット１３内あるいは背面に設けられたスピーカからの音を出力するため
の出力口である。また、灰皿２２は下皿１５の左方に設けられている。灰皿２２は左右方
向（水平方向）の軸線を軸心にして回動（例えば前方側に向けて前回り）するように、そ
の右側が下皿１５に片持ち支持されている。
【００６７】
　なお、下皿ユニット１３はその大部分が内枠１２と同様、ＡＢＳ樹脂にて成形されてい
る。こうすることで、粘性が高く衝撃に強くでき、低コストで製造できる。特に、下皿１
５を形成する表面層と下皿奥方の前面パネル部分とを難燃性のＡＢＳ樹脂にて成形してい
る。このため、この部分は燃え難くなっている。
【００６８】
　また、前面枠セット１４は、図２に示すように、内枠１２に対して開閉可能に取り付け
られており、内枠１２と同様、パチンコ機１０の正面からみて左側に上下に延びる開閉軸
線を軸心にして前方側に開放できるようになっている。しかも前面枠セット１４は内枠１
２の外側壁（リブ）１２ｂ（図３参照）内に嵌まり込むようにして取り付けられている。
つまり、この前面枠セット１４の側面の少なくとも一部が内枠１２の外側壁（リブ）１２
ｂ内に嵌まり込むようにして取り付けられているので、内枠１２と前面枠セット１４との
隙間から異物（針状あるいは薄板状等のもの）を差し入れるなどの不正行為を防止できる
ようになっている。また、前面枠セット１４は、内枠１２と同様に、合成樹脂、具体的に
はＡＢＳ樹脂により構成されているので、粘性が高く衝撃に強くでき、低コストで製造で
きる。
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【００６９】
　一方、前面枠セット１４の下部（上述の下皿１５の上方位置）には、遊技球の受皿とし
ての上皿１９が一体的に設けられている。ここで、上皿１９は、遊技球を一旦貯留し、一
列に整列させながら遊技球発射装置３８の方へ導出するための球受皿である。従来のパチ
ンコ機では前面枠セットの下方に内枠に対し開閉可能な前飾り枠が設けられ、該前飾り枠
に上皿が設けられていたのであるが、本実施の形態では前飾り枠が省略され、前面枠セッ
ト１４に対し直接的に上皿１９が設けられている。この上皿１９も下皿１５と同様、表面
層が難燃性のＡＢＳ樹脂にて成形される構成となっている。
【００７０】
　ここで、前面枠セット１４は、少なくとも遊技球発射ハンドル１８に干渉しないように
して本パチンコ機１０の下方に拡張して設けられており、具体的な数値を示すと、パチン
コ機１０の下端から前面枠セット１４の下端までの寸法（図１のＨ１）は、既存の一機種
で例えば約２０１ｍｍであるのに対し、本パチンコ機１０では３０ｍｍ程小さく、約１７
２ｍｍとなっている。また、これに伴いパチンコ機１０の下端から上皿１９までの寸法（
図１のＨ２）も小さくなっており、既存の一機種では例えば約２９８ｍｍであるのに対し
、本パチンコ機１０では２６１ｍｍとなっている。かかる構成では、上皿１９の位置を下
げたことにより、球貸し装置のノズル部と上皿１９との距離が大きくなって貸し出される
遊技球のこぼれ落ちなどが懸念されるが、本実施例では、当該ノズル部からの遊技球を受
ける部分（向かって左側部分）で上皿１９の周囲壁の一部を高くした（図１の高壁部１９
ａ）。これにより、上皿１９の位置を下げた構成にあっても貸し遊技球のこぼれ落ち等の
不都合が解消されるようになっている。なお、高壁部１９ａの高さ寸法は、上皿１９の下
げ寸法に見合うものであればよく、本実施例では２５ｍｍとした。
【００７１】
　図３に示すように、内枠１２は、外形が矩形状の樹脂ベース２０を主体に構成されてお
り、樹脂ベース２０の中央部には略円形状の窓孔２１が形成されている。樹脂ベース２０
の後側には遊技盤３０が着脱可能に装着されている。遊技盤３０は四角形状の合板よりな
り、その周縁部が樹脂ベース２０（内枠１２）の裏側に当接した状態で取着されている。
従って、遊技盤３０の前面部の略中央部分が樹脂ベース２０の窓孔２１を通じて内枠１２
の前面側に露出した状態となっている。なお、遊技盤３０の上下方向の長さは４７６ｍｍ
、左右方向の長さは４５２ｍｍとなっている（従来と同等サイズ）。
【００７２】
　次に、図４を用いて遊技盤３０の構成を説明する。図４は遊技盤３０の構成を示す正面
図である。遊技盤３０は、盤面下方の左側および右側の２箇所にそれぞれ配置された第１
始動口３１と、盤面下方の真中に配置された第２始動口３３と、盤面中央の上側に配置さ
れた入賞装置４０と、を備えている。さらに、遊技盤３０は、第１始動口３１や第２始動
口３３などに入らなかった遊技球を回収するアウト口３６を備えている。これらの第１始
動口３１，第２始動口３３，入賞装置４０等は、遊技盤３０における、ルータ加工によっ
て形成された各貫通穴にそれぞれに配設され、遊技盤３０前面側から木ネジ等により取り
付けられている。なお、上述した第１始動口３１，第２始動口３３は本発明における入球
手段に相当する。
【００７３】
　図４に示すように、入賞装置４０は、上部にて左右一対となるように配置された羽根４
１ａ，４１ｂを有しており、この羽根４１ａ，４１ｂは羽根駆動装置４９（図６参照）に
よって開閉動作が駆動される。この羽根４１ａ，４１ｂが開くと遊技球は入賞装置４０内
へ入賞することが可能となり、この羽根４１ａ，４１ｂが閉じると遊技球は入賞装置４０
内へ入賞することが不可能となる。なお、１回につき羽根４１ａ，４１ｂが開いた状態（
開放状態）となる時間は１．８秒となっている。なお、この開放時間を１．８秒以外の任
意の時間に変更してもよい。
【００７４】
　また、本実施例のパチンコ機１０は、図６に示すように、パチンコ機１０全体を制御す
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るメイン制御装置７０を備えている。図６は、本実施例のパチンコ機１０の電気的接続を
例示するブロック図である。
【００７５】
　図４に示した第１始動口３１は、図６に示すように、遊技球が通過したことを検出可能
な第１始動口通過センサ３２を備えている。この第１始動口通過センサ３２は、遊技球の
通過を検出するとその検出信号をメイン制御装置７０へ出力する。メイン制御装置７０は
、第１始動口通過センサ３２からの検出信号を受けると、入賞装置４０の羽根４１ａ，４
１ｂを同時に１回開放させるという動作を行う。また、図４に示した第２始動口３３は、
図６に示すように、遊技球が通過したことを検出可能な第２始動口通過センサ３４を備え
ている。この第２始動口通過センサ３４は、遊技球の通過を検出するとその検出信号をメ
イン制御装置７０へ出力する。メイン制御装置７０は、第２始動口通過センサ３４からの
検出信号を受けると、入賞装置４０の羽根４１ａ，４１ｂを同時に２回開放させるという
動作を行う。
【００７６】
　また、入賞装置４０は、所定のキャラクタ形状に形成された部材であって所定の周期動
作を行う駆動体４２（カヌー部材）を備えている。この駆動体４２は、遊技球が転動する
転動面２０２（図１１，図１４参照）上に駆動自在に配設されたものであり、その駆動に
より、転動面２０２上を転動する遊技球の転動態様に影響を与えることがあるものである
。転動面２０２の下流側には、Ｖゾーンと呼ばれる特定入賞部２１０と、この特定入賞部
２１０を挟むようにしてその両側に配設された２個の普通入賞部２１２とが設けられてい
る。通常の遊技状態、つまり、遊技者にとって有利な遊技状態（大当たり状態）以外の状
態において、特定入賞部２１０（Ｖゾーン）に遊技球が入球（入賞）すると大当たり状態
が発生することになるが、普通入賞部２１２に入球するとその入球に対しての賞球が与え
られるだけで大当たり状態は発生しない。入賞装置４０に入球した遊技球は、特定入賞部
２１０または普通入賞部２１２のいずれかに入球するようになっている。前述の特定入賞
部２１０（Ｖゾーン）には、Ｖ検出センサ４３が配置されており（図６参照）、特定入賞
部２１０（Ｖゾーン）に入賞された遊技球を通過検出する。Ｖ検出センサ４３からの検出
信号はメイン制御装置７０に出力される。また、普通入賞部２１２に入球した遊技球は、
検出センサ４４で入球検出される。この検出センサ４４からの検出信号はメイン制御装置
７０に出力される。
【００７７】
入賞装置４０はデジタル表示器６０を備えている。デジタル表示器６０は、特別遊技のラ
ウンド回数を表示したり、１回のラウンドにおいて入賞装置４０内に入賞した遊技球のカ
ウント数を表示したり、各種の遊技状態に関する情報や合図などを表示したりする機能を
備えたものである。このパチンコ機１０では、通常の遊技状態で遊技球がＶゾーンを通過
したときに遊技者にとって有利な遊技状態に移行して最大８ラウンドの特別遊技が行われ
る。
【００７８】
　アウト口３６は、入賞装置４０や第１始動口３１，第２始動口３３などに入賞しなかっ
た遊技球を遊技盤３０の裏面から図示しない遊技球回収樋へと導くための入口である。
【００７９】
　遊技盤３０には、この他、発射された遊技球を円弧上に導くレールユニット５０や、遊
技盤３０の左右の肩部に配置された風車３７や、入賞装置４０の左右に配置された風車３
７なども取り付けられている。また、遊技球をガイドしたり弾いたりしてその遊技性を高
める複数の釘も遊技盤３０に配置されている。
【００８０】
　ここで、レールユニット５０などについて説明する。また、遊技盤３０には、遊技球発
射装置３８から発射された遊技球を遊技盤３０上部へ案内するためのレールユニット５０
が取り付けられており、遊技球発射ハンドル１８の回動操作に伴い発射された遊技球はレ
ールユニット５０を通じて所定の遊技領域に案内されるようになっている。レールユニッ
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ト５０はリング状をなす樹脂成型品（例えば、フッ素樹脂が添加されて成形されたもの）
にて構成されており、内外二重に一体形成された内レール５１と外レール５２とを有する
。なお、レールユニット５０はフッ素樹脂を添加して成形されているので、図３に示す奥
面５０ａについての遊技球の摩擦抵抗を少なくできる。内レール５１は上方の約１／４ほ
どを除いて略円環状に形成され、一部（主に左側部）が内レール５１に向かい合うように
して外レール５２が形成されている。かかる場合、内レール５１と外レール５２とにより
誘導レールが構成され、これら各レール５１，５２が所定間隔を隔てて並行する部分（向
かって左側の部分）により球案内通路が形成されている。なお、球案内通路は、遊技盤３
０との当接面を有した溝状、すなわち手前側を開放した溝状に形成されている。
【００８１】
　内レール５１の先端部分（図４の左上部）には戻り球防止部材５３が取着されている。
これにより、一旦、内レール５１及び外レール５２間の球案内通路から遊技盤３０の上部
へと案内された遊技球が再度球案内通路内に戻ってしまうといった事態が防止されるよう
になっている。また、外レール５２には、遊技球の最大飛翔部分に対応する位置（図４の
右上部：外レール５２の先端部に相当する部位）に返しゴム５４が取着されている。従っ
て、所定以上の勢いで発射された遊技球は、返しゴム５４に当たって跳ね返されるように
なっている。外レール５２の内側面には、遊技球の飛翔をより滑らかなものとするべく、
つまり遊技球の摩擦抵抗を少なくするべく、長尺状をなすステンレス製の金属帯としての
摺動プレート５５が取着されている。
【００８２】
　また、レールユニット５０の外周部には、外方へ張り出した円弧状のフランジ５６が形
成されている。フランジ５６は、遊技盤３０に対する取付面を構成する。レールユニット
５０が遊技盤３０に取り付けられる際には、遊技盤３０上にフランジ５６が当接され、そ
の状態で、当該フランジ５６に形成された複数の透孔にネジ等が挿通されて遊技盤３０に
対するレールユニット５０の締結がなされるようになっている。この実施例では、レール
ユニット５０の少なくとも左側を遊技盤３０に強固に締結するために、レールユニット５
０の左側はその右側よりも多いネジで遊技盤３０に締結されているので、レールユニット
５０の左側についての遊技盤３０への密着性を上げることができ、遊技球の球飛びを良く
することができる。レールユニット５０の左側が遊技盤３０に対してぐらついているとこ
のレールユニット５０に出射された遊技球の勢いが当該ぐらつきにより吸収されてしまう
からである。
【００８３】
　さらに本実施の形態では、正面から見てレールユニット５０の上下左右の各端部は略直
線状に（平坦に）形成されている。つまり、レールユニット５０の上下左右の各端部にお
いてはフランジ５６が切り落とされ、パチンコ機１０における有限の領域にてレール径の
拡張、すなわち遊技盤３０上の遊技領域の拡張が図られるようになっている。
【００８４】
　内レール５１及び外レール５２間の球案内通路の入口には、同球案内通路の一部を閉鎖
するようにして凸部５７が形成されている。この凸部５７は、内レール５１からレールユ
ニット５０下端部にかけて略鉛直方向に設けられ、遊技領域まで至らず球案内通路内を逆
流してくるファール球をファール球通路６３（図３参照）に導くための役目をなす。なお
、遊技盤３０の右下隅部及び左下隅部は、証紙（例えば製造番号が記載されている）等の
シール（図４のＳ１，Ｓ２）やプレートを貼着するためのスペースとなっており、この貼
着スペースを確保するために、フランジ５６に切欠５８，５９が形成されている。遊技盤
３０の右下隅部や左下隅部に、証紙等のシール（図４のＳ１，Ｓ２）を貼着することで、
遊技盤３０と証紙との一義性を持たせることができる。
【００８５】
　次に、遊技領域について説明する。遊技領域は、レールユニット５０の内周部（内外レ
ール）により略円形状に区画形成されており、特に本実施の形態では、遊技盤３０の盤面
上に区画される遊技領域が従来よりもはるかに大きく構成されている。本実施の形態では
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、外レール５２の最上部地点から遊技盤３０下部までの間の距離は４４５ｍｍ（従来品よ
りも５８ｍｍ長い）、外レール５２の極左位置から内レール５１の極右位置までの間の距
離は４３５ｍｍ（従来品よりも５０ｍｍ長い）となっている。また、内レール５１の極左
位置から内レール５１の極右位置までの間の距離は４１８ｍｍとなっている。
【００８６】
　本実施の形態では、遊技領域を、パチンコ機１０の正面から見て、内レール５１及び外
レール５２によって囲まれる領域のうち、内外レール５１，５２の並行部分である誘導レ
ールの領域を除いた領域としている。従って、遊技領域と言った場合には誘導レール部分
は含まないため、遊技領域の向かって左側限界位置は外レール５２によってではなく内レ
ール５１によって特定される。同様に、遊技領域の向かって右側限界位置は内レール５１
によって特定される。また、遊技領域の下側限界位置は遊技盤３０の下端位置によって特
定される。また、遊技領域の上側限界位置は外レール５２によって特定される。
【００８７】
　従って、本実施の形態では、遊技領域の幅（左右方向の最大幅）は、４１８ｍｍであり
、遊技領域の高さ（上下方向の最大幅）は、４４５ｍｍである。
【００８８】
　ここで、前記遊技領域の幅は、少なくとも３８０ｍｍ以上あることが望ましい。より好
ましくは３９０ｍｍ以上、４００ｍｍ以上、４１０ｍｍ以上、４２０ｍｍ以上、４３０ｍ
ｍ以上、４４０ｍｍ以上、４５０ｍｍ以上、さらに４６０ｍｍ以上であることが望ましい
。もちろん、４７０ｍｍ以上であってもよい。すなわち、遊技領域の幅は、遊技領域拡大
という観点からは大きい程好ましい。また、遊技領域の高さは、少なくとも４００ｍｍ以
上あることが望ましい。より好ましくは４１０ｍｍ以上、４２０ｍｍ以上、４３０ｍｍ以
上、４４０ｍｍ以上、４５０ｍｍ以上、さらには４６０ｍｍ以上であることがより望まし
い。もちろん、４７０ｍｍ以上、４８０ｍｍ以上、４９０ｍｍ以上としてもよい。すなわ
ち、遊技領域の高さは、遊技領域拡大という観点からは大きい程好ましい。なお、上記幅
及び高さの組合せについては、上記数値を任意に組み合わせたものとしてもよい。
【００８９】
　本実施の形態では、遊技盤３０面に対する遊技領域の面積の比率は約７０％と、従来に
比べ格段に面積比が大きいものとなっている。なお、遊技盤３０面に対する遊技領域の面
積比は、従来では５０％程度に過ぎなかったことから、遊技盤３０を共通とした前提にお
いてはかなり遊技領域を拡大しているといえる。尚、パチンコ機１０の外形は遊技場への
設置の都合上製造者間でほぼ統一されており、遊技盤３０の大きさも同様とせざるを得な
い状況下において、上記のように遊技盤３０面に対する遊技領域の面積の比率を約２０％
も高めたことは、遊技領域拡大の観点で非常に有意義である。ここで、前記比率は、少な
くとも６０％以上であることが望ましい。さらに好ましくは６５％以上であり、より好ま
しくは７０％以上である。また、本実施形態の場合を越えて７５％以上であれば、一層望
ましい。さらには、８０％以上であってもよい。
【００９０】
　また、パチンコ機１０全体の正面側の面積に対する遊技領域の面積の比率は約４０％と
、従来に比べ格段に面積比が大きいものとなっている。なお、パチンコ機１０全体の正面
側の面積に対する遊技領域の面積比は、３５パーセント以上であるのが望ましい。もちろ
ん、４０パーセント以上としてもよいし、４５パーセント以上、又は５０パーセント以上
としてもよい。
【００９１】
　また、遊技領域が左右方向に拡張されていることによって、風車３７、複数の釘（遊技
球を中央に誘導するための誘導釘）、他の役物を種々配設することができ、入賞装置４０
の左右両側の遊技領域での遊技球の挙動を一層面白くすることができるようになっている
。また、遊技領域が上下方向にも拡張されていることから、さらに風車３７、複数の釘、
他の役物を種々配設することができ、遊技領域での上下方向の遊技球の挙動をより一層面
白くすることができるようになっている。
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【００９２】
　図３の説明に戻り、前記樹脂ベース２０において、窓孔２１（遊技盤３０）の下方には
、遊技球発射装置３８より発射された直後に遊技球を案内するための発射レール６１が取
り付けられている。発射レール６１は、その後方の金属板６２を介して樹脂ベース２０に
取付固定されており、所定の発射角度（打ち出し角度）にて直線的に延びるよう構成され
ている。従って、遊技球発射ハンドル１８の回動操作に伴い発射された遊技球は、まずは
発射レール６１に沿って斜め上方に打ち出され、その後前述した通りレールユニット５０
の球案内通路を通じて所定の遊技領域に案内されるようになっている。
【００９３】
　本パチンコ機１０の場合、遊技領域が従来よりも大幅に拡張されることは既に述べたが
、かかる構成下では、誘導レールの曲率を小さくせざるを得ないことから、打出球を安定
化させるための工夫を要する。そこで本実施の形態では、遊技球の発射位置を低くすると
ともに発射レール６１の傾斜角度（発射角度）を既存のものよりも幾分大きくし（すなわ
ち発射レール６１を立ち上げるようにし）、さらに発射レール６１の長さを既存のものよ
りも長くして十分な長さの球誘導距離を確保するようにしている。これにより、遊技球発
射装置３８から発射された遊技球をより安定した状態で誘導レールに案内できるようにし
ている。この場合特に、発射レール６１を、遊技球発射装置３８の発射位置から遊技領域
の中央位置（アウト口３６）を越える位置まで延びるよう形成している。
【００９４】
　また、発射レール６１とレールユニット５０（誘導レール）との間には所定間隔の隙間
があり、この隙間より下方にファール球通路６３が形成されている。従って、仮に、遊技
球発射装置３８から発射された遊技球が戻り球防止部材５３まで至らずファール球として
誘導レール内を逆戻りする場合には、そのファール球がファール球通路６３を介して下皿
１５に排出される。因みに、本実施の形態の場合、発射レール６１の長さは約２４０ｍｍ
、発射レール先端部の隙間の長さ（発射レール６１の延長線上の長さ）は約４０ｍｍであ
る。
【００９５】
　ファール球が誘導レール内を逆流してくる際、その多くは外レール５２に沿って流れ、
外レール５２の下端部に到達した時点で下方に落下するが、一部のファール球は誘導レー
ル内で暴れ、内レール５１側へ跳ね上がるものもある。この際、跳ね上がったファール球
は、球案内通路入口の前記凸部５７に当たり、ファール球通路６３に誘導される。これに
より、ファール球の全てがファール球通路６３に確実に案内されるようになる。これによ
り、ファール球と次に発射される遊技球との干渉が抑制される。
【００９６】
　なお、詳しい図面の開示は省略するが、遊技球発射装置３８には、前面枠セット１４側
の球出口（上皿１９の最下流部より通じる球出口）から遊技球が１つずつ供給される。こ
の際、本実施の形態では遊技球の発射位置を低くしたため、前面枠セット１４側の球出口
から前記発射位置への落差が大きくなるが、発射レール６１の基端部付近にはその右側と
手前側にそれぞれガイド部材６５，６６を設置した。これにより、前面枠セット１４側の
球出口から供給される遊技球が常に所定の発射位置にセットされ、安定した発射動作が実
現できる。また、遊技球発射装置３８には打球槌が設けられ、軸部を中心とする打球槌の
回動に伴い遊技球が発射されるが、打球槌に関して軽量化が望まれている。それ故、アル
ミニウム等の軽金属への材料変更や軸部寸法の縮小化により打球槌の軽量化を図る一方で
、十分な発射力を確保すべく、打球槌のヘッド部（軸部と反対側の端部）に重り部を設け
ている。これにより、十分でかつ安定した遊技球の発射が実現できる。打球槌の重り部を
上方に突出して設けることにより、打球槌を容易に摘んだりひっかけたりすることができ
、槌先の打球強さの調整等がし易くなるという効果がある。
【００９７】
　なお、図３中の符号６７は上皿１９に通ずる排出口であり、この排出口６７を介して遊
技球が上皿１９に排出される。排出口６７には、略水平方向の回転軸を軸心として略水平
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状態と略垂直状態とに変位する開閉式のシャッタ６８が取り付けられている。前面枠セッ
ト１４を内枠１２から開放した状態（図３の状態）では、バネ等の付勢力によりシャッタ
６８が略水平状態から略垂直状態となり、排出口６７から遊技球がこぼれ落ちないように
この排出口６７を閉鎖する。また、前面枠セット１４を閉鎖した状態では、当該前面枠セ
ット１４の裏面に設けられた球通路樋６９（図２参照）によりシャッタ６８が押し開けら
れて略水平状態になり、排出口６７の方へ排出された遊技球はもれなく球通路樋６９を通
って上皿１９に排出されるようになる。従って、前飾り枠が省略され前面枠セット１４に
対して上皿１９が直接設けられる構成とした本パチンコ機１０において、前面枠セット１
４の開放に際し払出通路内等の遊技球がパチンコ機１０外にこぼれ落ちてしまうといった
不都合が防止できるようになっている。
【００９８】
　樹脂ベース２０には、窓孔２１の右下部に略四角形状の小窓７１が設けられている。従
って、遊技盤３０の右下隅部に張られた証紙などのシール（図４のＳ１）は、この小窓７
１を通じて視認できるようになっている。また、この小窓７１からシール等を貼り付ける
ことも可能となっている。
【００９９】
　また、図３に示すように、内枠１２の左端部には、前面枠セット１４の支持機構として
、支持金具８１，８２が取り付けられている。上側の支持金具８１には図の手前側に切欠
を有する支持孔８３が設けられ、下側の支持金具８２には鉛直方向に突出した突起軸８４
が設けられている。
【０１００】
　図３に示すように、内枠１２の上側には、前面枠セット１４が内枠１２に対して開かれ
たことを検出する前面枠セット開検出スイッチ９０が設けられている。前面枠セット１４
が開かれると、前面枠セット開検出スイッチ９０からホール内（パチンコ店内）用コンピ
ュータへ出力されるようになっている。また、前面枠セット１４が閉じられると、図５に
示す前面枠セット１４の金属製の補強板１３２，１３１が図３に示す内枠１２の一対の金
具９２に接触するようになっており、前面枠セット１４のアースが確保されている。
【０１０１】
　ここで、前述した前面枠セット１４について、図１，図５を参照しつつより詳細に説明
する。図５は、前面枠セット１４の背面図である。前面枠セット１４には前記遊技領域の
ほとんどを外部から視認することができるよう略楕円形状の窓部１０１が形成されている
。詳しくは、窓部１０１は、その左右側の略中央部が、上下側に比べて比較的緩やかに湾
曲した形状となっている。なお、前記略中央部が直線状になるようにしてもよい。本実施
の形態において、窓部１０１の上端（外レール５２の最上部、遊技領域の上端）と、前面
枠セット１４の上端との間の距離（いわゆる上部フレーム部分の上下幅）は６１ｍｍとな
っており、８５ｍｍ～９５ｍｍ程度上部フレーム幅がある従来技術に比べて著しく短くな
っている。これにより、遊技領域の上部領域が確保されやすくなるとともに、大型の入賞
装置４０も比較的上方に配置することができるようになっている。前面枠セット１４の上
端との間の距離は８０ｍｍ以下であることが望ましく、より望ましくは７０ｍｍ以下であ
り、さらに望ましくは６０ｍｍ以下である。もちろん、所定の強度が確保できるのであれ
ば、５０ｍｍ以下であっても差し支えない。
【０１０２】
　また、パチンコ機１０の正面から見て窓部１０１の左端と前面枠セット１４の左端との
間の最短距離（いわゆる左側部フレーム部分の左右幅：図５では右側に示されている）、
すなわち開閉軸線側のフレーム幅は、前面枠セット１４自体の強度及び支持強度を高める
ために比較的大きく設定されている。この場合、図１及び図３を相互に比較すると明らか
なように、前面枠セット１４が閉じられた状態において、外レール５２の左端部はもちろ
ん、内レール５１の左端部も前記左側部フレーム部分によって覆い隠される。つまり、誘
導レールの少なくとも一部が、パチンコ機１０の正面からみて前面枠セット１４の左側部
フレーム部分と重複し覆い隠される。このように遊技球が一時的に視認困難となったとし
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ても、それは、遊技球が遊技領域に案内される通過点に過ぎず、遊技者が主として遊技を
楽しむ遊技領域において遊技球が視認困難となるわけではない。そのため、実際の遊技に
際しては何ら支障が生じない。また、このような支障が生じない一方で、前面枠セット１
４の十分な強度及び支持強度が確保可能となっている。ちなみに、パチンコ機１０の正面
から見て外レール５２の左端位置と外枠１１の左端位置との左右方向の距離は２１ｍｍ、
遊技領域の右端位置（内レール５１の右端位置）と外枠１１の右端位置との左右方向の距
離は４４ｍｍとなっている。
【０１０３】
　加えて、前面枠セット１４にはその周囲（例えばコーナー部分）に各種ランプ等の発光
手段が設けられている。これら発光手段は、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技
状態の変化に応じて点灯、点滅のように発光態様が変更制御され遊技中の演出効果を高め
る役割を果たすものである。例えば、窓部１０１の周縁には、ＬＥＤ等の発光手段を内蔵
した環状電飾部１０２が左右対称に設けられ、該環状電飾部１０２の中央であってパチン
コ機１０の最上部には、同じくＬＥＤ等の発光手段を内蔵した中央電飾部１０３が設けら
れている。本パチンコ機１０では、中央電飾部１０３が大当たりランプとして機能し、大
当たり時に点灯や点滅を行うことにより、大当たり中であることを報知する。さらに、上
皿１９周りにも、同じくＬＥＤ等の発光手段を内蔵した上皿電飾部１０４が設けられてい
る。その他、中央電飾部１０３の左右側方には、賞球払出し中に点灯する賞球ランプ１０
５と所定のエラー時に点灯するエラー表示ランプ１０６とが設けられている。また、環状
電飾部１０２の下端部に隣接するようにして、内枠１２表面や遊技盤３０表面等の一部を
視認できるよう透明樹脂からなる小窓１０７が設けられている。この小窓１０７の所定箇
所を平面状としているので、遊技盤３０の右下隅部に貼り付けられた証紙などを、小窓１
０７の当該平面状箇所から機械で好適に読み取ることができる。
【０１０４】
　また、窓部１０１の下方には貸球操作部１２０が配設されており、貸球操作部１２０に
は球貸しボタン１２１と、返却ボタン１２２と、度数表示部１２３とが設けられている。
パチンコ機１０の側方に配置された図示しないカードユニット（球貸しユニット）に紙幣
やカード等を投入した状態で貸球操作部１２０が操作されると、その操作に応じて遊技球
の貸出が行われる。球貸しボタン１２１は、カード等（記録媒体）に記録された情報に基
づいて貸出球を得るために操作されるものであり、カード等に残額が存在する限りにおい
て貸出球が上皿１９に供給される。返却ボタン１２２は、カードユニットに挿入されたカ
ード等の返却を求める際に操作される。度数表示部１２３はカード等の残額情報を表示す
るものである。なお、カードユニットを介さずに球貸し装置等から上皿に遊技球が直接貸
し出されるパチンコ機、いわゆる現金機では貸球操作部１２０が不要となる。故に、貸球
操作部１２０の設置部分に、飾りシール等が付されるようになっている。これにより、カ
ードユニットを用いたパチンコ機と現金機との貸球操作部の共通化が図れる。
【０１０５】
　また、図１に示すように、前面枠セット１４の左側の小窓１０７付近を前面側（図１の
紙面手前側）に必要以上に突出しないようにしている。こうすることで、パチンコ機１０
の左側に設けられたカードサンドの球貸し装置から直接に上皿１９に遊技球を貸し出す際
に、当該球貸し装置のノーズ部（いわゆる象の鼻）の先端排出口を好適に上皿１９の上方
位置に位置させることができ、当該球貸し装置のノーズ部から貸し出される遊技球を上皿
１９で受けることができる。
【０１０６】
　前面枠セット１４の裏側には、窓部１０１を囲むようにして金属製の各種補強部材が設
けられている。詳しくは、図５に示すように、前面枠セット１４の裏側にあって窓部１０
１の上下左右の外側にはそれぞれ補強板１３１，１３２，１３３，１３４が取り付けられ
ている。これら補強板１３１～１３４は相互に接触して連結されているが、図の左側及び
上側の補強板１３２，１３３の連結部には直接の接触を避けるための樹脂パーツ１３５が
介在されている。このように補強板１３２，１３３の連結部に樹脂パーツ１３５を介在さ
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せているので、ノイズが補強板１３１～１３４でループすることを防止できる。また、図
５の右側の補強板１３１にはその中間位置にフック状をなす係合爪１３１ａが設けられて
おり、この係合爪１３１ａは、前面枠セット１４を閉じた状態で内枠１２の孔部１２ａ（
図３参照）に係合されるように構成されている。この構成により、上皿１９を含む形態で
前面枠セット１４が構成され、その上下の軸支位置が延長されたとしても、中間位置にお
ける前面枠セット１４の浮き上がりが防止できる。それ故、前面枠セット１４を浮かして
の不正行為等が抑制されるようになっている。
【０１０７】
　また、下側の補強板１３４には、前記発射レール６１（図３参照）に対向する位置に樹
脂製のレール側壁部材１３６が設けられている。このレール側壁部材１３６は、前面枠セ
ット１４を閉じた際に発射レール６１の側壁となる。故に、発射レール６１から遊技球が
こぼれ落ちないようになっている。
【０１０８】
　上述した補強板１３１～１３４はガラス支持用の金枠としての機能も兼ね備えており、
これら補強板１３１～１３４の一部が後方に折り返されてガラス保持溝が形成されている
。このガラス保持溝は前後に２列形成されており、矩形状をなす前後一対のガラス１３７
が各ガラス保持溝にて保持される。これにより、２枚のガラス１３７が前後に所定間隔を
隔てて取着されるようになっている。
【０１０９】
　前述の通り本実施の形態のパチンコ機１０では遊技領域の拡張を図っていることから、
前面枠セット１４を閉じた状態にあっては、内外のレール５２，５３により構成された誘
導レールの一部が前面枠セット１４により覆い隠される構成となっている。それ故、当該
誘導レールでは手前側の開放部がガラス１３７で覆えない部分ができてしまう。かかる場
合、例えば、遊技球発射装置３８より発射された遊技球が戻り球防止部材５３まで至らず
戻ってくると、当該遊技球が誘導レール外にこぼれたり（飛び出したり）、外レール５２
とガラス１３７との間に挟まってしまうおそれがある。そこで本実施の形態では、前面枠
セット１４に、誘導レールの手前側開放部を被覆するためのレールカバー１４０を取り付
けている。
【０１１０】
　レールカバー１４０は略円弧状をなす略平板体であって、透明な樹脂により形成されて
いる。レールカバー１４０は、その円弧形状が前記誘導レールの形状に対応しており、窓
部１０１の周縁部に沿って、誘導レールの基端部から先端部近傍までの区間を覆うように
して前面枠セット１４の裏側に取着されている。特にレールカバー１４０の内径側の寸法
・形状は内レール５２のそれにほぼ一致する。レールカバー１４０が取着された状態では
、その表面側がガラス１３７に当接した状態となる。前面枠セット１４が閉じられた状態
においては、レールカバー１４０の裏面が誘導レールのほぼ全域を覆うこととなる。これ
により、誘導レールのほとんどの区間において遊技球のガラス１３７への衝突を防止でき
る。従って、ガラス１３７への接触による破損等の悪影響を抑制することができる。
【０１１１】
　また、レールカバー１４０の右端部（すなわち、レールカバー１４０を前面枠セット１
４に取着した図５の状態で右端となる部位）には、誘導レールがガラス１３７の側縁部か
らはみ出した部分を被覆するための被覆部１４１が設けられている。これにより、遊技球
が誘導レール外にこぼれたり（飛び出したり）、外レール５２とガラス１３７との間に挟
まってしまうといった不具合の発生を防止することができる。
【０１１２】
　さらに、レールカバー１４０の裏側には、その内側縁に沿って円弧状に延び且つ図５の
手前側に突出した突条１４２が形成されている。突条１４２は、前面枠セット１４が閉じ
られた状態において、誘導レール内に入り込んだ状態で内レール５２にほぼ一体的に重な
り合うよう構成されている。従って、例えば前面枠セット１４と内枠１２との隙間から針
金等を侵入させて不正行為を行おうとしても、誘導レールの内側にある遊技領域にまで針
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金等を侵入させることが非常に困難となる。結果として、針金等を利用して行われる不正
行為を防止することができる。なお、突条１４２をより広い範囲で、例えばレールカバー
１４０の内側縁の全域に沿って形成する構成としても良く、かかる構成によれば、より広
い範囲で針金等を侵入させにくくなり、針金等を利用して行われる不正行為をより確実に
防止することができる。
【０１１３】
　また、前面枠セット１４の図５の右端部（パチンコ機１０正面から見ると左端部）には
、内枠１２の支持機構として、支持金具１５１，１５２が取り付けられている。従って、
内枠１２側の支持金具８１，８２（図３参照）に対して前面枠セット１４側の支持金具１
５１，１５２を組み付けることで、内枠１２に対して前面枠セット１４が開閉可能に装着
されるようになる。
【０１１４】
　ここで、メイン制御装置７０について図６を用いて説明する。メイン制御装置７０は、
図６に示すようにＣＰＵ７２を中心とするマイクロコンピュータとして構成されており、
ＣＰＵ７２には電源を供給する電源回路７３の他に、各種処理プログラムを記憶するＲＯ
Ｍ７４や一時的にデータを記憶するＲＡＭ７６，時間計測を行うタイマ７７，所定周波数
の矩形波を出力するクロック回路７８，入出力処理回路８０がバス７９によって接続され
ている。メイン制御装置７０には、第１始動口通過センサ３２，第２始動口通過センサ３
４からの検出信号や、Ｖ検出センサ４３からの検出信号などが入出力処理回路８０を介し
て入力される。また、メイン制御装置７０からは、１対の羽根４１ａ，４１ｂの開閉を駆
動する羽根駆動装置４９への駆動信号や、デジタル表示器６０の表示制御を司る表示制御
装置４５への制御信号や、賞球の払い出しを司る払出制御装置４６への制御信号や、スピ
ーカ４８が接続された音声制御装置４７への制御信号や、図示しない各種ランプへの点灯
信号などが入出力処理回路８０を介して出力されている。
【０１１５】
　次に、本実施例のパチンコ機１０のさらなる特徴部分の構成について図７～図１５を用
いて以下に説明する。図７は駆動体４２が下降しているときの入賞装置４０の正面図であ
り、図８は入賞装置４０の右面図であり、図９は入賞装置４０の平面図であり、図１０は
図７に示した入賞装置４０を右上方から見下ろした状態での斜視図であり、図１１は図７
に示した入賞装置４０の一部切欠き斜視図であり、図１２は図７に示した入賞装置４０の
縦断面図であり、図１３は駆動体４２が上昇しているときの入賞装置４０の正面図であり
、図１４は図１３に示した入賞装置４０の一部切欠き斜視図であり、図１５は図１３に示
した入賞装置４０の縦断面図である。
【０１１６】
　図７～図１５に示すように、入賞装置４０は、第１始動口３１，第２始動口３３への遊
技球Ｂの入球に基づいて開閉駆動する羽根４１ａ，４１ｂと、この羽根４１ａ，４１ｂが
開状態のときに当該羽根４１ａ，４１ｂの開空間から入球した遊技球Ｂをステージ２００
の方に案内する案内通路２２０と、この案内通路２２０から案内供給された遊技球Ｂを跳
び上がらせてステージ２００の方（具体的には後述する駆動体４２の方）に出力する跳上
出力部２０６と、この跳上出力部２０６から跳び上げ出力された遊技球Ｂが上流側から下
流側へと転動するステージ２００と、異なる２方向に駆動自在でステージ２００上に配設
された駆動体４２と、ステージ２００の下流側端部の所定箇所に配設された遊技球Ｂが入
球可能な特定入賞部２１０（Ｖゾーン）と、ステージ２００の下流側端部で特定入賞部２
１０（Ｖゾーン）を挟むようにして２箇所に配設された遊技球Ｂが入球可能な２個の普通
入賞部２１２とを備えている。以下に、入賞装置４０の各構成について説明する。
【０１１７】
　図７に示すように、羽根４１ａ，４１ｂは、その下端側に設けられた回動軸４１ｃを軸
心とし、その先細りとなった先端側が開くように回動する。つまり、羽根４１ａ，４１ｂ
は、閉じた状態では、図７に実線で示すような状態となり、開いた状態では、図７に破線
で示すような状態となる。
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【０１１８】
　案内通路２２０は、羽根４１ａ，４１ｂが開いて入球した遊技球Ｂを案内する、入賞装
置４０の奥へ向かう方向にやや傾斜する所定長さ（例えば６ｃｍ程度）の奥行き通路部２
２１と、この奥行き通路部２２１の最奥部に形成された、遊技球Ｂが通過可能な垂直方向
の通過孔２２２と、この通過孔２２２を通過した遊技球Ｂを左右の２方向のいずれかに案
内可能で入賞装置４０の中央から左右方向にやや傾斜する所定長さ（例えば５ｃｍ程度）
の分岐する分岐通路部２２３（図１９参照）と、この分岐通路部２２３の左右の出力部か
ら垂下するそれぞれの垂下通路部２２４と、この垂下通路部２２４の下側でステージ２０
０側に開いた開口部２２５とを備えている。つまり、羽根４１ａ，４１ｂが開いて入球し
た遊技球Ｂは、奥行き通路部２２１を通ることで入賞装置４０の奥側へ進み、通過孔２２
２を落下して分岐通路部２２３に入り、この分岐通路部２２３で入賞装置４０の左右のい
ずれか一方の方向に進み、垂下通路部２２４を垂下して開口部２２５からステージ２００
の跳上出力部２０６に供給され、この跳上出力部２０６で駆動体４２の方に向けて跳ね上
げられてステージ２００に供給されることになる。すなわち、羽根４１ａ，４１ｂが開い
て入球した遊技球Ｂは、図７に示す２つの経路Ｋでステージ２００上に供給されることに
なる。また、図２６に示すように、案内通路２２０の垂下通路部２２４には、当該案内通
路２２０の垂下通路部２２４内を通過する遊技球の勢いを調節する調節部２２７を備えて
いる。この調節部２２７は、例えば、一対の突出部２２８を３個設けたものとしており、
一対の突出部２２８間を遊技球Ｂが通過できる程度の間隔としている。
【０１１９】
　なお、入賞装置４０の正面視で左右２箇所に設けられた開口部２２５は、ステージ２０
０側に向けて開口されているので、遊技球Ｂはステージ２００の横方向に開口部２２５か
ら出力されて、跳上出力部２０６で駆動体４２の方に向けて跳ね上げられてステージ２０
０に供給されることになる。また、後述するようにステージ２００は正面視で奥側から手
前側に下るような傾斜面となっているため、遊技球Ｂが傾斜面の上流側で横方向に供給さ
れてから、当該傾斜面の傾斜によりその傾斜方向に流下するという遊技球Ｂの挙動を実現
できる。つまり、遊技球Ｂが傾斜方向とは異なる方向にステージ２００に供給されるので
、ステージ２００を流下する遊技球Ｂの挙動に面白味を持たせることができる。
【０１２０】
　なお、上述した羽根４１ａ，４１ｂが開くことでできる開口部が本発明における入口部
に相当し、上述した案内通路２２０が本発明における案内通路部に相当する。
【０１２１】
　なお、通過孔２２２には、遊技球Ｂの通過を検出する入賞個数検出用通過センサ２２６
が設けられており、入賞装置４０が大当たり状態、つまり、入賞装置４０の羽根４１ａ，
４１ｂの開閉が所定回数行われている状態において、入賞装置４０への遊技球Ｂの入賞（
入球）個数を検出できるようになっており、当該大当たり状態での遊技球Ｂの入賞個数が
所定数に達するとそのラウンドを終了するようにしている。また、入賞装置４０の羽根４
１ａ，４１ｂの開閉が所定回数に達した場合にもそのラウンドを終了するようにしている
。つまり、当該大当たり状態での１ラウンドは、入賞装置４０の羽根４１ａ，４１ｂの開
放回数、または、遊技球Ｂの入賞個数のうち、いずれかが所定数に達成するとそのラウン
ドが終了するようになっている。
【０１２２】
　ステージ２００は、案内通路２２０から案内供給された遊技球Ｂが上流側から下流側へ
と転動するものである。ステージ２００は、図１１に示すように、案内通路２２０の開口
部２２５が位置する上流側から特定入賞部２１０（Ｖゾーン）などが位置する下流側に傾
斜した転動面２０２（傾斜面）を備えている。転動面２０２（傾斜面）は、その上流側か
ら下流側までを２分割した２個の分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂを備えている。このステ
ージ２００は、２個の分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂのうちで一つの分割傾斜面２０２ａ
の下流側の端部よりも、当該分割傾斜面２０２ａの下流側に隣接する他方の分割傾斜面の
上流側の端部を高くした、遊技球Ｂを停留させる段差２３０を形成するように、分割傾斜
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面２０２ａ，２０２ｂの傾斜姿勢を変更する姿勢変更機構部２４０を備えている。２個の
分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂは、その境界部分の形状を凹凸形状としており、かつ、そ
れらを咬合させた状態としている。隣接する分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂは、その凹凸
形状とした境界部分の凹部２０３の大きさを遊技球Ｂの直径程度としている。２個の分割
傾斜面２０２ａ，２０２ｂ間は、前述したように当該２個の分割傾斜面２０２ａ，２０２
ｂの姿勢変更自在とするため、隙間（例えば１ｍｍ程度の隙間）が存在しているが、２個
の分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂ間で段差２３０が生じていないときは、当該２個の分割
傾斜面２０２ａ，２０２ｂ間を遊技球Ｂがそのまま通り過ぎていくことになる。
【０１２３】
　図７，１１，１３，１４に示すように、跳上出力部２０６は、駆動体４２への遊技球Ｂ
の乗り上げを目的として、入賞装置４０内に入球した遊技球Ｂを跳び上がらせて駆動体４
２の方に出力するものである。具体的には、跳上出力部２０６は、分割傾斜面２０２ａに
一体形成された上り傾斜台２０８であって、案内通路２２０を通ってきた遊技球Ｂが供給
されてその勢いで遊技球Ｂが駆動体４２に向けて跳び出すものとなっている。
【０１２４】
　この上り傾斜台２０８は、分割傾斜面２０２ａの傾斜方向とは異なる方向に上り傾斜と
なるように分割傾斜面２０２ａに一体形成されたものである。具体的には、上り傾斜台２
０８は、分割傾斜面２０２ａの傾斜方向に対して直交するあるいは略直交する方向を主と
する上り傾斜となっており、その上り傾斜部分を水平方向にある程度の幅を持たせたもの
としている。また、上り傾斜台２０８は、案内通路２２０の入口部、つまり、羽根４１ａ
，４１ｂが開くことでできる開口部よりも下に位置している。
【０１２５】
　図７，図１１に示すように、特定入賞部２１０（Ｖゾーン）は、ステージ２００の下流
側端部の所定箇所（例えば中央箇所）に配設されており、ステージ２００を転動した遊技
球Ｂが入球可能なものである。２個の普通入賞部２１２は、ステージ２００の下流側端部
で特定入賞部２１０（Ｖゾーン）を挟むようにして２箇所に配設されており、遊技球Ｂが
入球可能なものである。
【０１２６】
　また、２個の分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂのうちで下流側の分割傾斜面２０２ｂ上に
は、その中央箇所で上流側から下流側にわたって、遊技球Ｂを特定入賞部２１０（Ｖゾー
ン）の方に案内するための案内溝２０４が形成されている。案内溝２０４は、特定入賞部
２１０（Ｖゾーン）と同一軸線上に形成されている。案内溝２０４の上流側には、最下流
側の分割傾斜面２０２ｂでの上流側端部の一つの凹部２０３が位置している。
【０１２７】
　また、図１１，図１４に示すように、案内溝２０４は、分割傾斜面２０２ｂの傾斜方向
に沿った溝となっている。また、最下流側の分割傾斜面２０２ｂは、当該分割傾斜面２０
２ｂの傾斜方向に直交する方向である幅方向において、案内溝２０４を含む第１領域４０
１と、この第１領域４０１の両側に位置する第２領域４０２とを備え、かつ、第１領域４
０１が第２領域４０２よりも高くなったものとしている。
【０１２８】
　また、図１１，図１４に示すように、最下流側の分割傾斜面２０２ｂに隣接する上流側
の分割傾斜面２０２ａは、当該分割傾斜面２０２ａの傾斜方向に直交する方向である幅方
向において、最下流側の分割傾斜面２０２ｂでの第１領域４０１に対応する第３領域４０
３と、この第３領域４０３の両側に位置する第４領域４０４とを備え、かつ、第３領域４
０３が第４領域４０４よりも高くなったものとしている。
【０１２９】
　駆動体４２は、ステージ２００上に配設され、異なる２方向（本実施例では水平方向お
よび垂直方向）に駆動自在なものである。つまり、駆動体４２は、転動面２０２を転動す
る遊技球Ｂと接触してその遊技球Ｂの転動態様に影響を及ぼすことがあるものであって、
第１方向（例えば水平方向）とその方向とは異なる第２方向（例えば垂直方向）とに駆動
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可能に転動面２０２上に配設されたものであり、本実施例では人物が乗ったカヌーをかた
どったものを採用している。駆動体４２は、その一端側としての人物が配置されている箇
所を基端部４２ａとし、その他端側を先端部４２ｂとする棒状部材としてのカヌーを象っ
たカヌー部材を備え、基端部４２ａ（カヌー部材の後端部）を軸心として他端部（カヌー
部材の先端部４２ｂ）を、軸心に直交する水平面の所定範囲内で水平面回動往復自在であ
り、かつ、垂直面の所定範囲内で垂直面回動往復自在なものとしている。
【０１３０】
　また、図１１，図１４に示すように、駆動体４２（カヌー部材）は、その上面に、上り
傾斜台２０８から跳び上げ出力された遊技球Ｂを受けるための乗り上げ溝部４１０と、こ
の乗り上げ溝部４１０に連接された溝であって、乗り上げ溝部４１０に乗り上げられた遊
技球Ｂを出力するための出力溝部４１２と、を備え、出力溝部４１２が特定入賞部２１０
（Ｖゾーン）の方へ向かった状態で当該出力溝部４１２から遊技球Ｂが出力されることで
乗り上げ溝部４１０に乗り上げられた遊技球Ｂが特定入賞部２１０（Ｖゾーン）の方に誘
導されるものである。
【０１３１】
　入賞装置４０は、駆動体４２（カヌー部材）を水平方向に第１の周期で往復駆動させる
第１駆動機構部２５０と、駆動体４２（カヌー部材）を垂直方向に第１の周期とは異なる
第２の周期で往復駆動させる第２駆動機構部２６０とを備えている。駆動体４２は、第１
駆動機構部２５０および第２駆動機構部２６０による駆動によって、転動面２０２上を転
動する遊技球Ｂが特定入賞部２１０（Ｖゾーン）に入球され易い位置に存在することがあ
る。
【０１３２】
　つまり、図７に示すように、入賞装置４０の左側の垂下通路部２２４の開口部２２５か
ら遊技球Ｂがステージ２００の上り傾斜台２０８に供給され、この上り傾斜台２０８から
遊技球Ｂが跳び上がらせて駆動体４２（カヌー部材）の方に出力される場合には、略水平
姿勢（実際には図１２に示すように、遊技球Ｂが下っていくようなやや下がり姿勢）の駆
動体４２（カヌー部材）が、その基端部４２ａを軸心に他端部（カヌー部材の先端部４２
ｂ）が中央側に位置する状態であれば、上り傾斜台２０８から跳び上がらせた遊技球Ｂが
駆動体４２（カヌー部材）の乗り上げ溝部４１０に乗り上げ易くなり、駆動体４２の乗り
上げ溝部４１０から出力溝部４１２を通って遊技球Ｂが出力され、ステージ２００の下流
側端部の特定入賞部２１０（Ｖゾーン）に入球することがある。また、図１１に示すよう
に、略水平姿勢（実際には図１２に示すように、遊技球Ｂが下っていくようなやや下がり
姿勢）の駆動体４２（カヌー部材）が、その基端部４２ａを軸心に他端部（カヌー部材の
先端部４２ｂ）が右側に振られた状態あるいは左側に振られた状態であっても、上り傾斜
台２０８から跳び上がらせた遊技球Ｂが駆動体４２（カヌー部材）の乗り上げ溝部４１０
に乗り上げることがあり、駆動体４２の乗り上げ溝部４１０から出力溝部４１２を通って
遊技球Ｂが出力され（図１１での遊技球Ｂが２点鎖線で示す経路で乗り上げて出力される
様子を参照）、ステージ２００の下流側端部の特定入賞部２１０（Ｖゾーン）に入球する
ことがある。
【０１３３】
　これに対して、図１３～図１５に示すように、入賞装置４０の左側の垂下通路部２２４
の開口部２２５から遊技球Ｂがステージ２００の上り傾斜台２０８に供給され、この上り
傾斜台２０８から遊技球Ｂが跳び上がらせて駆動体４２（カヌー部材）の方に出力され、
さらに、傾斜姿勢の駆動体４２（先端部４２ｂが上昇した状態の駆動体４２）が、その基
端部４２ａを軸心に他端部（カヌー部材の先端部４２ｂ）が中央側に位置する状態、その
基端部４２ａを軸心に他端部（カヌー部材の先端部４２ｂ）が右側に振られた状態あるい
は左側に振られた状態である場合には、上り傾斜台２０８から跳び上がらせた遊技球Ｂが
駆動体４２（カヌー部材）の乗り上げ溝部４１０に乗り上げることが困難であり、上り傾
斜台２０８から跳び上がらせた遊技球Ｂは、駆動体４２の側面や底面などに衝突して弾か
れてしまい（図１４での遊技球Ｂが２点鎖線で示す経路で弾かれている様子を参照）、分
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割傾斜面２０２ａの第４領域４０４に供給され易くなり、分割傾斜面２０２ｂの第２領域
４０２から遊技球Ｂが出力され易く、ステージ２００の下流側端部の特定入賞部２１０（
Ｖゾーン）に入球し難く、普通入賞部２１２に入球され易くなる。
【０１３４】
　また、入賞装置４０の右側の垂下通路部２２４の開口部２２５から遊技球Ｂがステージ
２００に供給される場合にも、前述と同様のことが言える。
【０１３５】
　図６に示すように、メイン制御装置７０は、第１駆動機構部２５０と第２駆動機構部２
６０とを同時に駆動させるように制御する同時駆動制御部２７０を備えている。同時駆動
制御部２７０は、遊技者にとって有利な遊技状態（大当たり状態）の場合に、駆動体４２
（カヌー部材）を所定位置（例えば中央位置）で駆動停止し、隣接する分割傾斜面２０２
ａ，２０２ｂ間に段差２３０を生じさせ、当該段差２３０により駆動体４２の他端側（カ
ヌー部材の先端側）を上昇させた状態とする。なお、同時駆動制御部２７０は、メイン制
御装置７０のＣＰＵ７２の機能の一部に相当するものである。
【０１３６】
　以下に、第１駆動機構部２５０と第２駆動機構部２６０と姿勢変更機構部２４０につい
て、図１６～２５を用いて説明する。図１６は入賞装置４０の前方から見た分解斜視図で
あり、図１７は入賞装置４０の後方から見た分解斜視図であり、図１８は入賞装置４０の
要部を前方から見た分解斜視図であり、図１９は入賞装置４０の要部を後方から見た分解
斜視図であり、図２０は第１駆動機構部２５０を前方から見た分解斜視図であり、図２１
は第１駆動機構部２５０を後方から見た分解斜視図であり、図２２はステージ２００の段
差発生状態での姿勢変更機構部２４０の分解斜視図であり、図２３はステージ２００の段
差非発生状態での姿勢変更機構部２４０の分解斜視図であり、図２４はステージ２００の
段差発生状態での姿勢変更機構部２４０の側面図であり、図２５はステージ２００の段差
非発生状態での姿勢変更機構部２４０の側面図である。
【０１３７】
　図１６～図１９に示すように、入賞装置４０は、大別すると、前面側部材２８０と中間
枠体２９０とステージ２００と駆動体４２と背面側部材３００とを備えている。
【０１３８】
　前面側部材２８０は、入賞装置４０の前面側に位置する部材（枠体）であって、羽根４
１ａ，４１ｂや奥行き通路部２２１の一部やＶ検出センサ４３などを備えたものである。
【０１３９】
　中間枠体２９０は、前述した案内通路２２０の主要部を備えたものであり、案内通路２
２０の通過孔２２２や、分岐通路部２２３と垂下通路部２２４の一部などを備えたもので
ある。
【０１４０】
　ステージ２００は、２個の分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂと姿勢変更機構部２４０と保
持機構部３１０とを備えている。保持機構部３１０は、隣接する分割傾斜面２０２ａ，２
０２ｂ間の段差２３０の解除により開放出力された遊技球Ｂのうちで特定入賞部２１０（
Ｖゾーン）の入口に至った遊技球Ｂを当該入口で一時的に保持するものである。
【０１４１】
　図１６，図１７に示すように、保持機構部３１０は、駆動信号のオンオフにより可動片
３１２を前後させるソレノイド３１１と、一端側に可動片３１２の先端側が取り付けられ
、他端側に遊技球Ｂを載置するための舌片部３１４が取り付けられ、中央箇所を回転軸と
して軸支された棒状体３１３と、を備えている。保持機構部３１０は、ソレノイド３１１
に駆動信号（例えばオフ信号）を入力すると可動片３１２が前方向に突出した状態となり
、中央箇所を回転軸として軸支された棒状体３１３の一端側が前方向に押し出されるとと
もに他端側が後方向に引き戻される（要するに棒状体３１３が回動する）ことで、舌片部
３１４が引き戻された状態となり、当該舌片部３１４が特定入賞部２１０（Ｖゾーン）の
入口に存在しない状態となり、このときに遊技球Ｂが特定入賞部２１０（Ｖゾーン）の入
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口に入球されると、当該舌片部３１４で遊技球Ｂが保持されることなく入球されることに
なる。これに対して、保持機構部３１０は、ソレノイド３１１に駆動信号（例えばオン信
号）を入力すると可動片３１２が後方向に引き戻された状態となり、中央箇所を回転軸と
して軸支された棒状体３１３の一端側が後方向に引き戻されるとともに他端側が前方向に
突き出される（要するに棒状体３１３が回動する）ことで、舌片部３１４が押し出された
状態となり、当該舌片部３１４が特定入賞部２１０（Ｖゾーン）の入口に存在する状態と
なり、このときに遊技球Ｂが特定入賞部２１０（Ｖゾーン）の入口に入球されると、当該
舌片部３１４で遊技球Ｂが保持される。
【０１４２】
　背面側部材３００は、駆動体４２が取り付けられ、かつ、中間枠体２９０と組み合わさ
れる第１裏面側部材３２０と、この第１裏面側部材３２０の背後に取り付けられる第２裏
面側部材３３０と、この第２裏面側部材３３０の背後に取り付けられる第３裏面側部材３
４０と、この第３裏面側部材３４０の背後に取り付けられる第４裏面側部材３５０と、を
備えている。
【０１４３】
　第１駆動機構部２５０は、第１裏面側部材３２０と第２裏面側部材３３０と第３裏面側
部材３４０とを備えている。第１駆動機構部２５０の構成を説明する前に、まず駆動体４
２の構成について詳細に説明することにする。
【０１４４】
　駆動体４２（カヌー部材）は、その基端部４２ａに設けられた支持軸３６０（図２０参
照）に対して、その先端部４２ｂ（カヌー部材の先端部４２ｂ）が回動自在で、かつ、支
持軸３６０の軸方向に上下動自在となっている。つまり、駆動体４２（カヌー部材）の基
端部４２ａには、支持軸３６０と、この支持軸３６０の軸周りに回動可能に取り付けられ
た第１連結部材３６１と、が設けられ、駆動体４２（カヌー部材）の基端部４２ａが第１
連結部材３６１に連結されている。第１連結部材３６１は、支持軸３６０から駆動体４２
（カヌー部材）の舳先に向かう方向（舳先方向）とは反対方向に突出する第１突出棒３６
２を備えている。つまり、第１突出棒３６２の方向を変更すれば駆動体４２の舳先方向が
変更されるようになっている。さらに、この支持軸３６０の第１連結部材３６１よりも上
方位置には、第２連結部材３６３が当該支持軸３６０に対して回動可能に取り付けられて
おり、第２連結部材３６３には、オール（ボートの櫂）を手にした人物を象った飾り部材
３６４が取り付けられている。第２連結部材３６３は、支持軸３６０から飾り部材３６４
に向かう方向（前面方向）とは反対方向に突出する第２突出棒３６５を備えている。つま
り、第２突出棒３６５の方向を変更すれば飾り部材３６４の向きが変更されるようになっ
ている。
【０１４５】
　図１８に示すように、第１裏面側部材３２０は、駆動体４２の支持軸３６０をその両端
で軸支する軸受け部３２１を上下２箇所に備えており、駆動体４２の支持軸３６０を垂設
状態で支持するようになっている。具体的には、上側の軸受け部３２１は支持軸３６０の
上端が挿入される挿込孔（図示省略）となっており、下側の軸受け部３２１は支持軸３６
０の下端側が入れられる切欠き部３２２となっており、駆動体４２の支持軸３６０を上下
の軸受け部３２１に取り付けた状態で下側の軸受け部３２１を固定部材３２３で固定する
ことで、当該支持軸３６０が外れないようになっている。また、図１９に示すように、第
１裏面側部材３２０には、第１突出棒３６２が突出可能で所定範囲の回動が可能なスペー
スの第１貫通部３２４と、第２突出棒３６５が突出可能で所定範囲の回動が可能なスペー
スの第２貫通部３２５とが設けられている。
【０１４６】
　図１８に示すように、第２裏面側部材３３０は、その第１裏面側部材３２０と対向する
側で第１突出棒３６２および第２突出棒３６５に対応する箇所に、両端に挿入孔３３１が
形成され略中心箇所を回動軸として軸支された可動棒３３２を備えている。可動棒３３２
の両端の挿入孔３３１には、第１突出棒３６２および第２突出棒３６５がそれぞれ挿入さ
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れるようになっている。可動棒３３２の裏面側には、第２裏面側部材３３０から突出する
突出ピン３３３（図１９参照）が設けられており、第２裏面側部材３３０の突出ピン３３
３に対応する箇所には、略円弧状の溝孔部（図示省略）が形成されており、可動棒３３２
の突出ピン３３３が第２裏面側部材３３０の略円弧状の溝孔部（図示省略）から突出した
状態となっている。図１９に示すように、第２裏面側部材３３０の裏面側には、可動棒３
３２の突出ピン３３３を案内するための案内溝部３３４が形成された、第２裏面側部材３
３０の裏面側に取り付けられる上下可動板３３５が備えられている。上下可動板３３５の
案内溝部３３４は、例えば、高さ３３ｍｍ程度とし底辺３ｍｍ程度とする三角形の斜辺を
溝部としたものであってその溝部が段々と変化するような形状となっている。つまり、上
下可動板３３５の案内溝部３３４は、上部から６ｍｍ程度垂下する第１直下案内溝部と、
この第１直下案内溝部に連通されやや右下方向（僅かに斜め方向）に６ｍｍ程度進む第１
傾斜案内溝部と、この第１傾斜案内溝部に連通され６ｍｍ程度垂下する第２直下案内溝部
と、この第２直下案内溝部に連通されやや右下方向（僅かに斜め方向）に６ｍｍ程度進む
第２傾斜案内溝部と、この第２傾斜案内溝部に連通され６ｍｍ程度垂下する第３直下案内
溝部とからなるものである。さらに、上下可動板３３５の第３裏面側部材３４０と対向す
る側には、横方向に形成された横方向案内溝部３３６が形成されている。
【０１４７】
　第３裏面側部材３４０は、第１アクチュエータ３４１と、この第１アクチュエータ３４
１の回転軸に取り付けられた第１歯車３４２と、この第１歯車３４２に咬合された第２歯
車３４３とを備えている。第２歯車３４３は、その第２裏面側部材３３０に対向する側に
は円板部３４４を有しており、この円板部３４４に上下可動板３３５の横方向案内溝部３
３６に挿入される突起ピン３４５が形成されている。また、第２歯車３４３の回転軸には
、当該第２歯車３４３の回転に伴って回転する半円板部３４６を備えている。駆動体４２
を水平方向に第１の周期で往復移動させる場合には、第１アクチュエータ３４１の回転軸
を回転させることで、第１アクチュエータ３４１の回転軸の回転運動が第１歯車３４２を
介して第２歯車３４３に伝達されて回転することになり、第２歯車３４３の突起ピン３４
５が円形軌道に回転運動することになる。第２歯車３４３の突起ピン３４５の円形軌道の
回転運動は、上下可動板３３５の上下方向の往復移動に変換され、上下可動板３３５の上
下方向の往復移動は、可動棒３３２の回動軸を軸心に当該可動棒３３２の上部が円弧方向
に往復移動するとともに当該可動棒３３２の下部が円弧方向に往復移動する。つまり、可
動棒３３２の上部が円弧経路の左側に位置するときには、可動棒３３２の下部が円弧経路
の右側に位置することになる。
【０１４８】
　可動棒３３２の上部の円弧方向の往復移動は、第２突出棒３６５に水平方向（横方向）
の往復移動として伝達される。それは、可動棒３３２の挿入孔３３１が第２突出棒３６５
よりも大きくしているので、第２突出棒３６５を円弧に往復移動させる際の上下方向の移
動成分が伝達されず反映されないようになっており、オール（ボートの櫂）を手にした人
物を象った飾り部材３６４が水平方向（横方向）に往復移動するようになっている。また
、可動棒３３２の下部の円弧方向の往復移動は、第１突出棒３６２に水平方向（横方向）
の往復移動として伝達される。それは、可動棒３３２の挿入孔３３１が第１突出棒３６２
よりも大きくしているので、第１突出棒３６２を円弧に往復移動させる際の上下方向の移
動成分が伝達されず反映されないようになっており、駆動体４２（カヌー部材）が水平方
向（横方向）に往復移動するようになっている。つまり、駆動体４２（カヌー部材）およ
び飾り部材３６４が水平方向（横方向）に第１の周期で往復移動するようになっている。
この第１の周期は、第３裏面側部材３４０の第１アクチュエータ３４１の回転軸の回転周
期に依存している。また、上下可動板３３５の案内溝部３３４を前述の形状にすることで
、駆動体４２（カヌー部材）および飾り部材３６４は、一定速度で水平方向に往復移動す
るのではなく、最左位置、中央位置、最右位置に比較的長く存在し、それらの最左位置、
中央位置、最右位置の間の位置には比較的短く存在する、つまり、最左位置と中央位置と
の間の移動速度と、中央位置と最右位置との間の移動速度とを速くするようにしている。
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【０１４９】
　なお、図２０に示すように、可動棒３３２の位置関係からわかるように、駆動体４２（
カヌー部材）が水平方向（横方向）の左側に位置しているときは、それとは逆に、オール
（ボートの櫂）を手にした人物を象った飾り部材３６４が水平方向（横方向）の右側に位
置するようになっている。それとは逆に、図２１に示すように、駆動体４２（カヌー部材
）が水平方向（横方向）の右側に位置しているときは、オール（ボートの櫂）を手にした
人物を象った飾り部材３６４が水平方向（横方向）の左側に位置するようになっている。
つまり、駆動体４２（カヌー部材）と、オール（ボートの櫂）を手にした人物を象った飾
り部材３６４とは逆の動きをするようになっている。
【０１５０】
　なお、第３裏面側部材３４０は、その所定箇所に、半円板部３４６の回転位置を検出す
る光透過型の光検出器３４７（図１７参照）を備えている。半円板部３４６が光透過型の
光検出器３４７に位置するときにはこの半円板部３４６により光検出器３４７での光が遮
光され、それに応じた検出信号が出力されるし、半円板部３４６が光透過型の光検出器３
４７に位置しないときにはこの半円板部３４６により光検出器３４７での光が遮光される
ことがなく、それに応じた検出信号が出力される。この光検出器３４７での検出信号に基
づいて、駆動体４２および飾り部材３６４が正面を向いた状態で停止させることができる
。この場合には、第３裏面側部材３４０の第１アクチュエータ３４１の回転により第２歯
車３４３の突起ピン３４５が当該第２歯車３４３の縦方向の中心に位置し、上下可動板３
３５が上下方向の中心位置に位置し、可動棒３３２が垂直姿勢となり、駆動体４２および
飾り部材３６４が正面を向いた状態で停止することなる。
【０１５１】
　続いて、姿勢変更機構部２４０について説明する。図２２，図２３に示すように、ステ
ージ２００は、２個の分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂと姿勢変更機構部２４０と保持機構
部３１０（図１６，図１７参照）とを備えている。なお、保持機構部３１０については、
図１６，図１７を用いて説明したため、ここでは２個の分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂと
姿勢変更機構部２４０とについて詳細に説明する。したがって、図２２，図２３では、保
持機構部３１０の図示を省略したステージ２００、つまり２個の分割傾斜面２０２ａ，２
０２ｂと姿勢変更機構部２４０と取付枠体２４１を図示している。
【０１５２】
　取付枠体２４１は、２個の分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂと姿勢変更機構部２４０と保
持機構部３１０（図示省略）とが取り付けられるものであり、正面側，裏面側および上部
側が開放された、正面視で略Ｕの字形状の枠体としている。つまり、両側壁２４１ａと底
部２４１ｂとを備えた枠体としている。
【０１５３】
　図２２，図２３に示すように、２個の分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂは、上流側の分割
傾斜面２０２ａと下流側の分割傾斜面２０２ｂとして、その傾斜方向に並べられている。
下流側の分割傾斜面２０２ｂは、その下流側に近い箇所で側面の２箇所に貫通孔が形成さ
れており、さらに、正面視で左側面にはその側面方向に延出した延出部２４２を備え、こ
の延出部２４２には当該延出部２４２の先端側から起端側に斜め方向に切り欠かれた切り
欠き部２４３を備えている。取付枠体２４１の両側壁２４１ａでの正面側に近い箇所には
、貫通孔がそれぞれ形成されており、取付枠体２４１の両側壁２４１ａでの正面側に近い
貫通孔および下流側の分割傾斜面２０２ｂの下流側に近い２箇所の貫通孔に、支持ピン２
４４を挿入し、この支持ピン２４４の両端を固定部材２４５で固定する。こうすることで
、下流側の分割傾斜面２０２ｂは、その横方向（幅方向）に挿入された支持ピン２４４で
取付枠体２４１に軸支された状態となる。
【０１５４】
　次に、上流側の分割傾斜面２０２ａは、その流下方向の略中央箇所で側面の２箇所に貫
通孔が形成されており、さらに、正面視で左側面にはその側面方向に延出した延出部２４
２を備え、この延出部２４２には当該延出部２４２の先端側から起端側に斜め方向に切り
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欠かれた切り欠き部２４３を備えている。取付枠体２４１の両側壁２４１ａでの正面側か
ら離れた箇所には、貫通孔がそれぞれ形成されており、取付枠体２４１の両側壁２４１ａ
での正面側から離れた貫通孔および上流側の分割傾斜面２０２ａの側面の２箇所の貫通孔
に、支持ピン２４４を挿入し、この支持ピン２４４の両端を固定部材２４５で固定する。
こうすることで、上流側の分割傾斜面２０２ａは、その横方向（幅方向）に挿入された支
持ピン２４４で取付枠体２４１に軸支された状態となる。
【０１５５】
　姿勢変更機構部２４０は、上流側の分割傾斜面２０２ａの下流側の端部よりも下流側の
分割傾斜面２０２ｂの上流側の端部を高くした、遊技球Ｂを停留させる段差２３０を形成
するように、それらの分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂの傾斜姿勢を変更するものである。
具体的には、姿勢変更機構部２４０は、２個の分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂに連結され
る単一のリンク部材２４６と、このリンク部材２４６を第１状態と第２状態とに変移可能
に駆動する駆動装置２４７と、を備え、駆動装置２４７を動作させてリンク部材２４６を
第１状態に変移させることで、隣接する分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂ間に段差２３０を
生じさせないようにし、駆動装置２４７を動作させてリンク部材２４６を第２状態に変移
させることで、隣接する分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂ間に段差２３０を生じさせるよう
にするものである。
【０１５６】
　駆動装置２４７は、第２アクチュエータ２４８と、この第２アクチュエータ２４８の回
動軸に取り付けられた接続部２４９とを備えている。この接続部２４９は、第２アクチュ
エータ２４８の回動軸を軸心として回転する半円形状の回動位置検出板２４９ａを有する
ものであり、当該回動軸の軸心方向に突出するとともに当該軸心とは偏心した円筒部２４
９ｂを備えている。
【０１５７】
　リンク部材２４６は、図２４，図２５に示すように、その基端部が、第２アクチュエー
タ２４８が取り付けられている被取付部材３７０に軸支され、その略中央箇所に開口部２
４６ａが形成され、その先端側およびそれよりも中央寄りの２箇所に突起部２４６ｂ，２
４６ｃが形成されたものである。
【０１５８】
　リンク部材２４６の２箇所の突起部２４６ｂ，２４６ｃは、各分割傾斜面２０２ａ，２
０２ｂの切り欠き部２４３にそれぞれ嵌入されており、第２アクチュエータ２４８の回動
軸に取り付けられた接続部２４９の円筒部２４９ｂは、リンク部材２４６の開口部２４６
ａに挿入されている。
【０１５９】
　上流側の分割傾斜面２０２ａと下流側の分割傾斜面２０２ｂとの間に段差２３０を周期
的に発生させる場合には、第２アクチュエータ２４８の回動軸を回転させることで、第２
アクチュエータ２４８の回動軸の回転運動が接続部２４９の円筒部２４９ｂを介してリン
ク部材２４６に伝達されることになり、第２アクチュエータ２４８の回動軸の回転運動が
、当該回動軸に対して偏心された位置に設けられた円筒部２４９ｂおよびリンク部材２４
６の開口部２４６ａにより、リンク部材２４６を基端側を軸としてその先端側が上下方向
に揺動する揺動往復運動に変換され、リンク部材２４６の先端側の上下方向への揺動往復
運動が各分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂの切り欠き部２４３を介して伝達され、下流側の
分割傾斜面２０２ｂの上流側端部が上昇するとともに上流側の分割傾斜面２０２ａの下流
側端部が下降して分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂ間に段差２３０が生じた状態となったり
、それとは逆に、下流側の分割傾斜面２０２ｂの上流側端部が下降するとともに上流側の
分割傾斜面２０２ａの下流側端部が上昇して分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂ間に段差２３
０が生じない状態となったりすることが、第１の周期とは異なる第２の周期で繰り返し行
われる。
【０１６０】
　図２４に示すように、第２アクチュエータ２４８の回動軸が回転して、この回動軸に設
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けられた接続部２４９の偏心位置にある円筒部２４９ｂが下側に位置すると、リンク部材
２４６の先端側が上昇した位置となり、リンク部材２４６の２箇所の突起部２４６ｂ，２
４６ｃが分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂの切り欠き部２４３にそれぞれ奥まで入り込み、
この突起部２４６ｂ，２４６ｃが切り欠き部２４３の奥まで入り込むことでそれぞれの分
割傾斜面２０２ａ，２０２ｂがさらに傾斜した姿勢となり、隣接する分割傾斜面２０２ａ
，２０２ｂ間で段差２３０が生じた状態となる。
【０１６１】
　それとは逆に、図２５に示すように、第２アクチュエータ２４８の回動軸が回転して、
この回動軸に設けられた接続部２４９の偏心位置にある円筒部２４９ｂが上側に位置する
と、リンク部材２４６の先端側が下降した位置となり、リンク部材２４６の２箇所の突起
部２４６ｂ，２４６ｃが分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂの切り欠き部２４３の入口側に戻
った状態となり、この突起部２４６ｂ，２４６ｃが切り欠き部２４３の入口側に戻ること
でそれぞれの分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂの傾斜姿勢が弱まり、隣接する分割傾斜面２
０２ａ，２０２ｂ間で段差２３０が生じない状態となる。本明細書で言う「段差」とは、
隣接する分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂ間で遊技球Ｂを停留させるためのものを意味する
ので、図２４に示す隣接する分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂ間での段差２３０が該当する
が、図２５に示すような遊技球Ｂの停留を生じさせない隣接する分割傾斜面２０２ａ，２
０２ｂ間での段差、つまり、遊技球Ｂが停留せずに流下可能となっているような段差は該
当しない。
【０１６２】
　なお、図２４，図２５に示すように、被取付部材３７０は、その所定箇所に、半円形状
の回動位置検出板２４９ａの回転位置を検出する光透過型の光検出器３７１を備えている
。回動位置検出板２４９ａが光透過型の光検出器３７１に位置するときにはこの回動位置
検出板２４９ａにより光検出器３７１での光が遮光され、それに応じた検出信号が出力さ
れるし、回動位置検出板２４９ａが光透過型の光検出器３７１に位置しないときにはこの
回動位置検出板２４９ａにより光検出器３７１での光が遮光されることがなく、それに応
じた検出信号が出力される。この光検出器３７１での検出信号に基づいて、図２４に示す
ような隣接する分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂ間に段差２３０を生じさせた状態でこれら
の分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂを停止させた状態を維持したり、図２５に示すような隣
接する分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂ間に段差２３０を生じさせない状態でこれらの分割
傾斜面２０２ａ，２０２ｂを停止させた状態を維持したりすることができる。
【０１６３】
　姿勢変更機構部２４０は、隣接する分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂ間の段差２３０によ
って停留されている遊技球Ｂの排出を目的とする、隣接する分割傾斜面２０２ａ，２０２
ｂ間の段差２３０の解除から再び段差２３０が発生するまでの時間を、当該段差２３０に
より停留されている最下流側の一列の遊技球Ｂよりも後方に位置する次の一列の遊技球Ｂ
が、最下流側の一列の遊技球Ｂが放出されたことによって最下流側の位置に移動するまで
の時間よりも短くしている。
【０１６４】
　図２４に示すように、隣接する分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂ間の段差２３０で停留さ
れた遊技球Ｂの増加によって、当該段差２３０が大きくなるように分割傾斜面２０２ａ，
２０２ｂの傾斜姿勢に遊びを持たせている。具体的には、上流側の分割傾斜面２０２ａの
下流側に停留される遊技球Ｂが増加すると、その重みでさらに上流側の分割傾斜面２０２
ａが傾斜するようにしている。
【０１６５】
　続いて、第２駆動機構部２６０について説明する。図２２～図２５に示すように、隣接
する分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂのうちで上流側の分割傾斜面２０２ａでの所定箇所（
最上流側の箇所）に突起部３８０を設け、駆動体４２は、その下面側に上流側の分割傾斜
面２０２ａの突起部３８０が位置するように転動面２０２上に配設されている。第２駆動
機構部２６０は、姿勢変更機構部２４０によって、上流側の分割傾斜面２０２ａの傾斜姿
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勢を変更することでこの上流側の分割傾斜面２０２ａの突起部３８０を昇降させ、突起部
３８０の昇降動作が駆動体４２の下面に伝動されることで当該駆動体４２を昇降させるも
のとしている。
【０１６６】
　なお、上述した特定入賞部２１０（Ｖゾーン）は本発明における特定入球手段に相当し
、上述した駆動体４２は本発明における作用部材に相当し、上述した第１駆動機構部２５
０は本発明における第１駆動手段に相当し、上述した第２駆動機構部２６０は本発明にお
ける第２駆動手段に相当し、上述した同時駆動制御部２７０は本発明における同時駆動制
御手段に相当し、上述した姿勢変更機構部２４０は本発明における姿勢変更手段に相当し
、上述した駆動装置２４７は本発明における駆動手段に相当し、上述した保持機構部３１
０は本発明における保持手段に相当する。
【０１６７】
　図６に戻って、メイン制御装置７０は、上り傾斜台２０８による遊技球Ｂの跳び上げ出
力方向を変更する出力方向変更制御部２７２を備えている。具体的には、前述したように
メイン制御装置７０は、第１駆動機構部２５０と第２駆動機構部２６０（姿勢変更機構部
２４０）とを同時に駆動させるように制御する同時駆動制御部２７０を備えており、図２
４，図２５に示すように姿勢変更機構部２４０による分割傾斜面２０２ａの姿勢を変更す
ることで、分割傾斜面２０２ａの上り傾斜台２０８の体勢が変更される。このことから、
出力方向変更制御部２７２は、同時駆動制御部２７０による姿勢変更機構部２４０の制御
機能に対応する構成のものである。図２４，図２５に示すように、姿勢変更機構部２４０
によって分割傾斜面２０２ａの姿勢が変更されると、この分割傾斜面２０２ａに一体形成
されている上り傾斜台２０８の体勢も変更されることになり、上り傾斜台２０８からの遊
技球Ｂの跳び上げ出力方向が変更される。なお、上述した出力方向変更制御部２７２は、
本発明における出力方向変更手段に相当する。
【０１６８】
　次に、こうして構成された入賞装置４０の駆動体４２および飾り部材３６４の水平方向
の往復移動とともに駆動体４２が上下方向にも往復移動し、ステージ２００中に段差２３
０を周期的に発生させる動作について説明する。
【０１６９】
　入賞装置４０の駆動体４２および飾り部材３６４は、前述したように第１駆動機構部２
５０により、水平方向に第１の周期で往復移動するとともに、駆動体４２および飾り部材
３６４の移動方向が常時異なるようになっている。
【０１７０】
　姿勢変更機構部２４０により、入賞装置４０の上流側の分割傾斜面２０２ａは、その上
流側端部から下流側端部までの中央箇所を軸としてその上流側端部およぎ下流側端部が上
下動されるように第２の周期で上下往復移動（揺動）するとともに、入賞装置４０の下流
側の分割傾斜面２０２ｂは、その下流側の基端部を軸としてその上流側の端部が上下動さ
れるように第２の周期で上下往復移動する。
【０１７１】
　さらに、上流側の分割傾斜面２０２ａが上下往復移動（揺動）することで、この上流側
の分割傾斜面２０２ａの突起部３８０も第２の周期で上下動することになり、この第２の
周期で上下動する突起部３８０が駆動体４２の下面に伝動されることで当該駆動体４２が
上下方向に第２の周期で昇降する。
【０１７２】
　つまり、駆動体４２は、水平方向に第１の周期で往復移動するとともに、上下方向に第
１の周期とは異なる第２の周期で往復移動する。
【０１７３】
　なお、中間枠体２９０は、図１８，図１９に示すように、その開口部２２５のやや下側
に、正面視で左右２箇所に前後方向（奥行き方向）に延びた案内溝２９１が形成されてい
る。ステージ２００は、ユニット化されたものとなっており、図２２，図２３に示すよう
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に、取付枠体２４１の両側壁２４１ａの上部に、中間枠体２９０の案内溝２９１に嵌入可
能な鍔部２４１ｃを備えている。中間枠体２９０の案内溝２９１にステージ２００の鍔部
２４１ｃを嵌入させるようにすることでステージ２００を中間枠体２９０に取り付けるこ
とができ、逆に、中間枠体２９０の案内溝２９１からステージ２００の鍔部２４１ｃを引
き戻すようにすることでステージ２００を中間枠体２９０から取り外すことができる。つ
まり、ステージ２００を中間枠体２９０に容易に着脱することができる。
【０１７４】
　次に、パチンコ機１０の上述した入賞装置４０の動作について、通常の遊技状態と、特
別遊技状態（大当たり状態）とに分けて説明する。
【０１７５】
　（通常の遊技状態）
　通常の遊技状態とは、特別遊技状態（大当たり状態）となっていない遊技状態を意味す
る。通常の遊技状態では、入賞装置４０の駆動体４２および飾り部材３６４は水平方向に
第１の周期で往復移動するとともに、隣接する分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂ間に段差２
３０を第２の周期で生じさせるように上下動し、さらに、駆動体４２が垂直方向に第２の
周期で往復移動するようになっている。つまり、メイン制御装置７０、より具体的には同
時駆動制御部２７０は、第１駆動機構部２５０と姿勢変更機構部２４０とを同時に動作さ
せるように制御しているので、第１駆動機構部２５０と姿勢変更機構部２４０とが同時に
動作するようになっており、前述した駆動体４２の第１の周期での水平方向の往復移動お
よび第２の周期での垂直方向の往復移動と、隣接する分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂ間の
第２の周期での段差２３０の発生とを実現している。
【０１７６】
　（特別遊技状態）
　特別遊技状態に移行すると、つまり、入賞装置４０の特定入賞部２１０（Ｖゾーン）に
遊技球Ｂが入球すると、メイン制御装置７０は、第１駆動機構部２５０と姿勢変更機構部
２４０とを制御することで、駆動体４２を正面位置に停止させるとともに、隣接する分割
傾斜面２０２ａ，２０２ｂ間に段差２３０を発生させる。駆動体４２を正面位置に停止さ
せることは、前述したように、第３裏面側部材３４０の光透過型の光検出器３４７で半円
板部３４６の回転位置を検出することに基づいて、第１アクチュエータ３４１の回転を停
止することで実現している。また、隣接する分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂ間に段差２３
０を発生させることは、前述したように、被取付部材３７０の光透過型の光検出器３７１
で回動位置検出板２４９ａの回転位置を検出することに基づいて、第２アクチュエータ２
４８の回転を停止することで実現している。
【０１７７】
　なお、略水平姿勢で正面位置に停止させた状態での駆動体４２は、その乗り上げ溝部４
１０に分割傾斜面２０２ａの上り傾斜台２０８から跳び出された遊技球Ｂが乗り上げ易く
なっており、乗り上げ溝部４１０に乗り上げた遊技球Ｂはその出力溝部４１２から特定入
賞部２１０（Ｖゾーン）に向けて出力される。
【０１７８】
　さらに、メイン制御装置７０は、羽根駆動装置４９を駆動して羽根４１ａ，４１ｂを１
８回開閉させるが、その間に、入賞装置４０内に所定数（ここでは１０個）の遊技球Ｂが
入賞するか、Ｖゾーンを遊技球Ｂが通過してＶ検出センサ４３に検出されたときには、開
閉動作が１８回（１８ラウンド）に満たない場合であっても羽根駆動装置４９に指令を出
力して羽根４１ａ，４１ｂを閉鎖状態とする。また、この間に遊技球ＢがＶゾーンに入っ
てＶ検出センサ４３に検出されたときには、メイン制御装置７０は特別遊技状態を継続さ
せる。この継続される回数（ラウンド数）は、例えば、最大８回（８ラウンド）まで継続
される。なお、特別遊技状態が限度回数まで行われた後か、特別遊技状態が継続されなか
ったときには、通常の遊技状態に戻る。また、入賞装置４０内に１０個の遊技球Ｂが入賞
したか否かは入賞個数検出用通過センサ２２６からの検出信号が入力される毎にカウント
アップしていきそのカウント値が１０個になったか否かによって判定する。
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【０１７９】
　各ラウンドの終了時には、隣接する分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂの段差２３０が解除
され、この段差２３０に停留されていた遊技球Ｂがステージ２００から特定入賞部２１０
（Ｖゾーン）や普通入賞部２１２に向けて排出されることになる。つまり、姿勢変更機構
部２４０は、隣接する分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂ間の段差２３０によって停留されて
いる遊技球Ｂの排出を目的とする、隣接する分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂ間の段差２３
０の解除から再び段差２３０が発生するまでの時間を、当該段差２３０により停留されて
いる最下流側の一列の遊技球Ｂよりも後方に位置する次の一列の遊技球Ｂが、最下流側の
一列の遊技球Ｂが放出されたことによって最下流側の位置に移動するまでの時間よりも短
くしている。このため、段差２３０に複数列の遊技球Ｂが停留されている場合には複数回
にわたって遊技球Ｂが排出されることになり、特定入賞部２１０（Ｖゾーン）への遊技球
Ｂの入球に期待を持つことができる。またこのとき、保持機構部３１０の舌片部３１４が
押し出された状態となり、当該舌片部３１４が特定入賞部２１０（Ｖゾーン）の入口に存
在する状態となり、このときに遊技球Ｂが特定入賞部２１０（Ｖゾーン）の入口に入球さ
れると、当該舌片部３１４で遊技球Ｂが保持される。したがって、特定入賞部２１０（Ｖ
ゾーン）への遊技球Ｂの入球が確約されたことを遊技者にわかり易く知らせる（見せる）
ことができる。
【０１８０】
　上述したように本実施例の遊技機によれば、入賞装置４０は、入球してきた遊技球Ｂが
転動する転動面２０２と、入賞装置４０内に入球した遊技球Ｂを跳び上がらせて転動面２
０２の方に出力する跳上出力部２０６と、この転動面２０２を転動した遊技球Ｂが入球可
能で、遊技球Ｂの入球により遊技者にとって有利な遊技状態の発生の契機となる特定入賞
部２１０（Ｖゾーン）と、跳上出力部２０６による遊技球Ｂの跳び上げ出力方向を変更す
る出力方向変更制御部２７２と、を備えているので、出力方向変更制御部２７２によって
、跳上出力部２０６による遊技球Ｂの跳び上げ出力方向が変更されて転動面２０２に出力
でき、遊技球Ｂの経路（過程）のうちの高さ方向の経路にも変化を与えることができ、遊
技球Ｂの転動態様が３次元的に変化することになり、遊技球Ｂが跳び上げ出力されて転動
面２０２を転動して特定入賞部２１０（Ｖゾーン）に向かうという経路（過程）に斬新な
バリエーション（変化）を持たせることができる。よって、遊技球Ｂが特定入賞部２１０
（Ｖゾーン）に導かれるか否かの遊技球Ｂの挙動に意外性を持たせることができ、面白味
を向上させることができる。その結果、興趣性に優れた遊技機を提供することができる。
【０１８１】
　また、入賞装置４０は、入球してきた遊技球Ｂが転動する転動面２０２と、この転動面
２０２を転動した遊技球Ｂが入球可能で、遊技球Ｂの入球により遊技者にとって有利な遊
技状態の発生の契機となる特定入賞部２１０（Ｖゾーン）と、遊技球Ｂと接触してその遊
技球Ｂの転動態様に影響を及ぼすものであって、第１方向とその方向とは異なる第２方向
とに駆動可能に転動面２０２上に配設された駆動体４２と、この駆動体４２を水平方向に
第１の周期で往復駆動第１駆動機構部２５０と、駆動体４２を水平方向とは異なる垂直方
向に第１の周期とは異なる第２の周期で往復駆動させる第２駆動機構部２６０と、を備え
、第１駆動機構部２５０と第２駆動機構部２６０とを同時に駆動させるように制御する同
時駆動制御部２７０を備えているので、駆動体４２を水平方向に第１の周期で往復駆動さ
せつつ、垂直方向に第１の周期とは異なる第２の周期で往復駆動させることができる。す
なわち、駆動体４２を、水平方向の往復駆動と垂直方向の往復駆動とを合成させた駆動と
することができ、しかも第１の周期と第２の周期とを異ならせているので、水平方向の同
一位置で毎回垂直方向の動きが駆動体４２に発生するのではなく、水平方向の種々の位置
で垂直方向の動きがランダムに駆動体４２に発生するという面白味のある動きで駆動体４
２を動作させることができる。つまり、駆動体４２は第１の周期で第１方向に往復駆動し
つつ第２の周期で垂直方向にも往復駆動するので、駆動体４２の水平方向および垂直方向
の往復駆動がそれぞれ所定の周期で行われていることを遊技者は見ることができ、当該駆
動体４２の動作態様について遊技者に不信感を与えることはないし、しかも第１の周期で
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の水平方向の往復駆動中に第２の周期での垂直方向の往復駆動が発生するという駆動体４
２の動作態様となっていることから、駆動体４２と遊技球Ｂ（跳び上げ出力された遊技球
Ｂや転動面２０２を転動する遊技球Ｂ）との関係（駆動体４２と、跳び上げ出力された遊
技球Ｂや転動面２０２を転動する遊技球Ｂとが接触したりしなかったりするという事象）
に意外性を持たせることができ、転動面２０２を転動する遊技球Ｂの挙動に意外性を持た
せることができる。その結果、興趣性に優れた遊技機を提供することができる。
【０１８２】
　具体的には、駆動体４２は、その一端側を基端部４２ａとし、その他端側を先端部４２
ｂとする棒状部材であって、基端部４２ａを軸心として先端部４２ｂを軸心に直交する水
平面の所定範囲内で水平面回動往復自在であり、かつ、先端部４２ｂを軸心と平行な垂直
面の所定範囲内で垂直面回動往復自在なものとしているので、駆動体４２を、水平面内の
回動往復駆動と垂直面内の回動往復駆動とを合成させた往復駆動とすることができ、しか
も第１の周期と第２の周期とを異ならせているので、同一の方位角位置で毎回垂直面回動
往復の動きが駆動体４２に発生するのではなく、種々の方位角位置で垂直面回動往復の動
きがランダムに駆動体４２に発生するという面白味のある動きで駆動体４２を動作させる
ことができる。つまり、駆動体４２は第１の周期で水平面回動往復しつつ第２の周期で垂
直面回動往復するので、駆動体４２の水平方向および垂直方向の回動往復駆動がそれぞれ
所定の周期で行われていることを遊技者は見ることができ、当該駆動体４２の動作態様に
ついて遊技者に不信感を与えることはないし、しかも第１の周期での水平面回動往復駆動
中に第２の周期での垂直面回動往復駆動が発生するという駆動体４２の動作態様となって
いることから、駆動体４２と遊技球Ｂ（跳び上げ出力された遊技球Ｂや転動面２０２を転
動する遊技球Ｂ）との関係（駆動体４２と、跳び上げ出力された遊技球Ｂや転動面２０２
を転動する遊技球Ｂとが接触したりしなかったりするという事象）に意外性を持たせるこ
とができ、転動面２０２を転動する遊技球Ｂの挙動に意外性を持たせることができる。そ
の結果、興趣性に優れた遊技機を提供することができる。
【０１８３】
　また、転動面２０２（傾斜面）は、その上流側から下流側までを２分割した２個の分割
傾斜面２０２ａ，２０２ｂを備え、特定入賞部２１０（Ｖゾーン）は、転動面２０２の下
流側端部の所定箇所に配設されており、２個の分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂのうちで上
流側の分割傾斜面２０２ａの下流側の端部よりも、その分割傾斜面２０２ａの下流側に隣
接する他方の分割傾斜面２０２ｂの上流側の端部を高くした、遊技球Ｂを停留させる段差
２３０を形成するように、分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂの傾斜姿勢を変更する姿勢変更
機構部２４０を備えているので、遊技球Ｂを停留させる段差２３０を転動面２０２に生じ
させない状態（転動面２０２が非段差状態となっている場合）、つまり、上流側の分割傾
斜面２０２ａの下流側の端部よりも、下流側の分割傾斜面２０２ｂの上流側の端部を高く
した段差２３０を生じさせない状態の場合には、遊技球Ｂを停留させることなく上流側か
ら下流側に流下させることができる。また、遊技球Ｂを停留させる段差２３０を転動面２
０２に生じさせた状態（転動面２０２が段差状態となっている場合）、つまり、上流側の
分割傾斜面２０２ａの下流側の端部よりも、下流側の分割傾斜面２０２ｂの上流側の端部
を高くした段差２３０を生じさせた状態の場合には、当該段差２３０により遊技球Ｂを停
留させることができる。つまり、転動面２０２が非段差状態となっているときには、転動
面２０２全体を転動スペースとして利用することができるので、遊技球Ｂの転動スペース
を十分に確保できる。また、転動面２０２が段差状態となっているときには、転動面２０
２のその段差２３０により、遊技球Ｂの停留させることができ、転動面２０２を段差状態
から非段差状態に戻すことで遊技球Ｂの停留を解除できる。その結果、遊技球Ｂの転動ス
ペースを十分に確保できるとともに、遊技球Ｂの一時的な停留およびその解除ができると
いう興趣性に優れた遊技機を提供することができる。
【０１８４】
　また、異なる周期で水平方向および垂直方向に往復駆動するという駆動体４２の動作に
より、跳び上げ出力された遊技球Ｂや傾斜面をその上流側から下流側に流下する遊技球Ｂ
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の転動方向に影響を及ぼしたりそうしなかったりすることになり、駆動体４２と遊技球Ｂ
（跳び上げ出力された遊技球Ｂや傾斜面を流下する遊技球Ｂ）との関係（駆動体４２と、
跳び上げ出力された遊技球Ｂや傾斜面を流下する遊技球Ｂとが衝突したりしなかったりす
るという事象）に意外性を持たせることができ、傾斜面を流下する遊技球Ｂの挙動に意外
性を持たせることができる。その結果、興趣性に優れた遊技機を提供することができる。
以上のことから、前述した遊技球Ｂを転動面２０２上で停留させるという隣接する分割傾
斜面２０２ａ，２０２ｂ間の段差２３０と、異なる周期で水平方向および垂直方向に往復
駆動するという駆動体４２と、を備えた入賞装置４０を実現でき、入賞装置４０内での遊
技球Ｂの挙動をさらに意外性のあるものにすることができる。
【０１８５】
　また、隣接する分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂのうちで上流側の分割傾斜面２０２ａで
の所定箇所に突起部３８０を設け、駆動体４２は、その下面側に突起部３８０が位置する
ように転動面２０２上に配設されており、第２駆動機構部２６０は、姿勢変更機構部２４
０によって、隣接する分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂのうちで上流側の分割傾斜面２０２
ａの傾斜姿勢を変更することで突起部３８０を昇降させ、突起部３８０の昇降動作が駆動
体４２の下面に伝動されることで当該駆動体４２を昇降させるものとしているので、隣接
する分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂによる段差２３０の発生とその解除との動作に連動し
て、駆動体４２を昇降動作させることができ、より面白味のある遊技球Ｂの挙動を実現す
ることができる。
【０１８６】
　また、入賞装置４０は、遊技球Ｂが入球可能な入口部（羽根４１ａ，４１ｂによる開口
部）と、この入口部に入球した遊技球Ｂを下方向に流下させて転動面２０２の方に案内す
る案内通路２２０とを備え、分割傾斜面２０２ａに一体形成された上り傾斜台２０８は、
案内通路２２０の入口部よりも下に位置し、跳上出力部２０６は、分割傾斜面２０２ａに
一体形成された上り傾斜台２０８であって、案内通路２２０を通ってきた遊技球Ｂが供給
されてその勢いで遊技球Ｂが跳び出すものであり、出力方向変更制御部２７２は、姿勢変
更機構部２４０により分割傾斜面２０２ａの傾斜姿勢を変更することで、上り傾斜台２０
８の体勢を変更するものとしているので、上り傾斜台２０８から転動面２０２（分割傾斜
面２０２ａ）に向けて跳び出す遊技球Ｂの跳び上げ出力方向にバリエーションを持たせる
ことができ、しかも分割傾斜面２０２ａの傾斜姿勢の変更自体が上り傾斜台２０８の体勢
変更となるので、分割傾斜面２０２ａと上り傾斜台２０８との傾斜姿勢の同時変更による
遊技球Ｂの挙動の面白味を提供することができる。つまり、隣接する分割傾斜面２０２ａ
，２０２ｂによる段差２３０（図２４参照）の発生により、当該段差２３０部分に遊技球
Ｂを停留させることができ、当該段差２３０の解除により、段差２３０部分での遊技球Ｂ
の停留を解除でき、遊技球Ｂの転動に面白味を与えることができ、しかも、隣接する分割
傾斜面２０２ａ，２０２ｂによる段差２３０の発生とその解除との動作に連動して、上り
傾斜台２０８の体勢を変更することができ、より面白味のある遊技球Ｂの挙動を実現する
ことができる。
【０１８７】
　また、上り傾斜台２０８は、分割傾斜面２０２ａの傾斜方向とは異なる方向に上り傾斜
となるように分割傾斜面２０２ａに一体形成されたものとしているので、遊技球Ｂを分割
傾斜面２０２ａの傾斜方向とは異なる方向に分割傾斜面２０２ａの方に跳び出させること
ができ、遊技球Ｂの挙動をより面白味のあるものにできる。具体的には、上り傾斜台２０
８は、分割傾斜面２０２ａの傾斜方向に対して直交するあるいは略直交する方向に上り傾
斜となるように分割傾斜面２０２ａに一体形成されたものとしているので、遊技球Ｂを分
割傾斜面２０２ａの傾斜方向に対して直交するあるいは略直交する方向に分割傾斜面２０
２ａの方に跳び出させることができ、遊技球Ｂの挙動をより面白味のあるものにできる。
【０１８８】
　また、隣接する分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂは、その境界部分の形状を凹凸形状とし
、かつ、それらを咬合させているので、遊技球Ｂを停留させる段差２３０を転動面２０２
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に生じさせない状態の場合（転動面２０２が非段差状態となっている場合）には、隣接す
る分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂの境界部分で遊技球Ｂを停留させることなくそのまま通
過させていくことができる。また、遊技球Ｂを停留させる段差２３０を転動面２０２に生
じさせた状態の場合（転動面２０２が段差状態となっている場合）には、隣接する分割傾
斜面２０２ａ，２０２ｂの境界部分に、遊技球Ｂを停留させる段差２３０が形成されてお
り、当該段差２３０により遊技球Ｂを停留させることができる。つまり、隣接する分割傾
斜面２０２ａ，２０２ｂ２０２ａ，２０２ｂのうちで下流側の分割傾斜面２０２ｂの上流
側の端部たる凹凸形状端部における凹部２０３に遊技球Ｂを停留させることができ、遊技
球Ｂの停留位置を定めることができる。
【０１８９】
　また、隣接する分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂは、その凹凸形状とした境界部分の凹部
２０３の大きさを遊技球Ｂの直径程度としているので、遊技球Ｂを停留させる段差２３０
を転動面２０２に生じさせた状態の場合（転動面２０２が段差状態となっている場合）に
は、隣接する分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂの境界部分に、遊技球Ｂを停留させる段差２
３０が形成されており、当該段差２３０により遊技球Ｂを停留させることができ、隣接す
る分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂのうちで下流側の分割傾斜面２０２ｂの上流側の端部た
る凹凸形状端部における凹部２０３に遊技球Ｂを停留させることができ、遊技球Ｂの停留
位置を定めることができる。
【０１９０】
　また、特定入賞部２１０（Ｖゾーン）は、転動面２０２の下流側端部の所定箇所に配設
されており、転動面２０２の最下流側の分割傾斜面２０２ｂ上における、特定入賞部２１
０（Ｖゾーン）と同一軸線上の所定箇所に、遊技球Ｂを特定入賞部２１０（Ｖゾーン）の
方に案内するための案内溝２０４を設け、この案内溝２０４の上流側には、転動面２０２
の最下流側の分割傾斜面２０２ｂでの上流側端部の一つの凹部２０３が位置しているので
、転動面２０２の最下流側の分割傾斜面２０２ｂでの上流側端部の一つの凹部２０３であ
って、分割傾斜面２０２ｂ上での案内溝２０４の上流側に位置する凹部２０３に、遊技球
Ｂが停留されると、その停留解除後には案内溝２０４に沿って当該分割傾斜面２０２ｂを
流下して行き、特定入賞部２１０（Ｖゾーン）の方に案内することができる。最下流側の
分割傾斜面２０２ｂでの上流側端部の一つの凹部２０３であって、案内溝２０４に連設す
る凹部２０３に遊技球Ｂが停留されると、その解除後に特定入賞部２１０（Ｖゾーン）の
方に案内されるため、当該凹部２０３に遊技球Ｂが停留されることを期待するという遊技
の面白味を発生させることができる。
【０１９１】
　また、案内溝２０４は、分割傾斜面２０２ｂの傾斜方向に沿った溝であり、最下流側の
分割傾斜面２０２ｂは、当該分割傾斜面２０２ｂの傾斜方向に直交する方向である幅方向
において、案内溝２０４を含む第１領域４０１と、この第１領域４０１の両側に位置する
第２領域４０２とを備え、かつ、第１領域４０１が第２領域４０２よりも高くなったもの
としているので、最下流側の分割傾斜面２０２ｂでの第２領域４０２を転動した遊技球Ｂ
が第１領域４０１に乗り上げ難くできる。つまり、第２領域４０２から第１領域４０１へ
の横乗りを低減できる。よって、第１領域４０１の案内溝２０４を遊技球Ｂが流下してい
く場合には特定入賞部２１０（Ｖゾーン）に入球され易く、第２領域４０２を遊技球Ｂが
流下していく場合には特定入賞部２１０（Ｖゾーン）に入球され難くすることができ、最
下流側の分割傾斜面２０２ｂの第１領域４０１の案内溝２０４に遊技球Ｂが供給されたの
か第２領域４０２に供給されたのかで有利差をより明確につけることができる。
【０１９２】
　また、最下流側の分割傾斜面２０２ｂに隣接する分割傾斜面２０２ａは、当該分割傾斜
面２０２ａの傾斜方向に直交する方向である幅方向において、最下流側の分割傾斜面２０
２ｂでの第１領域４０１に対応する第３領域４０３と、この第３領域４０３の両側に位置
する第４領域４０４とを備え、かつ、第３領域４０３が第４領域４０４よりも高くなった
ものとしているので、最下流側の分割傾斜面２０２ｂに隣接する分割傾斜面２０２ａでの
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第４領域４０４を転動した遊技球Ｂが第３領域４０３に乗り上げ難くできる。つまり、第
４領域４０４から第３領域４０３への横乗りを低減できる。よって、第３領域４０３を遊
技球Ｂが流下していく場合には最下流側の分割傾斜面２０２ｂの第１領域４０１の案内溝
２０４に供給され、第４領域４０４を遊技球Ｂが流下していく場合には最下流側の分割傾
斜面２０２ｂの第２領域４０２に供給される。第１領域４０１の案内溝２０４を遊技球Ｂ
が流下していく場合には特定入賞部２１０（Ｖゾーン）に入球され易く、第２領域４０２
を遊技球Ｂが流下していく場合には特定入賞部２１０（Ｖゾーン）に入球され難くなって
いる。最下流側の分割傾斜面２０２ｂに隣接する分割傾斜面２０２ａの第３領域４０３に
遊技球Ｂが供給されたのか第４領域４０４に供給されたのかで有利差をより明確につける
ことができる。
【０１９３】
　また、駆動体４２は、第１駆動機構部２５０および第２駆動機構部２６０による駆動に
よって、転動面２０２上を転動する遊技球Ｂが特定入賞部２１０（Ｖゾーン）に入球され
易い位置に存在することがあるので、駆動体４２がある位置に存在しているときには、転
動面２０２上を転動する遊技球Ｂが特定入賞部２１０（Ｖゾーン）に入球され易くなって
おり、駆動体４２がその位置になるときを狙って入賞装置４０内に遊技球Ｂを打ち込むよ
うにするという面白味があるし、特定入賞部２１０（Ｖゾーン）への遊技球Ｂの入球に基
づく利益を得ることができ、遊技に面白味を感じることができる。
【０１９４】
　また、同時駆動制御部２７０は、遊技者にとって有利な遊技状態（大当たり状態）の場
合に、駆動体４２を正面位置で駆動停止し、隣接する分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂ間に
段差２３０を生じさせ、当該段差２３０により駆動体４２を上昇させた状態とするので、
転動面２０２上を転動する遊技球Ｂに駆動体４２が影響を及ぼすことが少なくなる。つま
り、駆動体４２が転動面２０２上に遊技球Ｂの転動に影響を及ぼし易い状態で存在すると
、遊技球Ｂの停留分布状態に偏りが生じてしまうが、駆動体４２が転動面２０２上に遊技
球Ｂの転動に影響を及ぼし難い状態で存在しているので、遊技球Ｂの停留分布状態に偏り
を生じさせ難くでき、分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂ間の段差２３０の部分に停留される
遊技球Ｂの停留分布状態を好適なものとすることができ、より遊技を面白くできる。
【０１９５】
　また、姿勢変更機構部２４０は、２個の分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂに連結される単
一のリンク部材２４６と、このリンク部材２４６を第１状態と第２状態とに変移可能に駆
動する駆動装置２４７とを備え、駆動装置２４７を動作させて単一のリンク部材２４６を
第１状態に変移させることで、隣接する分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂ間に段差２３０を
生じさせないようにし、駆動装置２４７を動作させて単一のリンク部材２４６を第２状態
に変移させることで、隣接する分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂ間に段差２３０を生じさせ
るようにするものであるので、駆動装置２４７によって単一のリンク部材２４６を第１状
態と第２状態とに変移するだけで、隣接する分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂ間に段差２３
０を生じさせたりそれを解除したりでき、分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂの個数分だけ駆
動装置を設ける必要がなく、２個の分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂを簡易な構成で好適に
駆動することができる。
【０１９６】
　また、姿勢変更機構部２４０は、隣接する分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂ間の段差２３
０によって停留されている遊技球Ｂの排出を目的とする、当該段差２３０の解除から再び
段差２３０が発生するまでの時間を、この段差２３０により停留されている最下流側の一
列の遊技球Ｂよりも後方に位置する次の一列の遊技球Ｂが、最下流側の一列の遊技球Ｂが
放出されたことによって最下流側の位置に移動するまでの時間よりも短くしている。つま
り、隣接する分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂ間の段差２３０の解除から再び段差２３０が
発生するまでが迅速に行われているので、段差２３０により停留されている各列の遊技球
Ｂを、最下流側から順番にその列ごとに開放出力することができる。つまり、停留されて
いる遊技球Ｂを複数回に分けて開放出力することができ、各回の開放出力について特定入



(39) JP 4576938 B2 2010.11.10

10

20

30

40

50

球手段に遊技球Ｂが入球するのではないかとい期待感を持つことができ、より面白味のあ
る遊技を実現することができる。
【０１９７】
　また、隣接する分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂ間の段差２３０で停留された遊技球Ｂの
増加によって、当該段差２３０が大きくなるように分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂの傾斜
姿勢に遊びを持たせているので、隣接する分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂ間の段差２３０
で停留された遊技球Ｂが増加することによって、当該段差２３０が大きくなる。つまり、
隣接する分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂのうちの上流側の分割傾斜面２０２ａの下流側端
部がさらに沈み込み、より多くの遊技球Ｂが停留されたことを遊技者は視認することがで
き、より多くの遊技球Ｂが停留される方が遊技者にとって有利であるため、遊技球Ｂの停
留についての面白味を向上させることができる。
【０１９８】
　また、隣接する分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂ間の段差２３０の解除により開放出力さ
れた遊技球Ｂのうちで特定入賞部２１０（Ｖゾーン）の入口に至った遊技球Ｂを当該入口
で一時的に保持する保持機構部３１０を備えているので、特定入賞部２１０（Ｖゾーン）
の入口で一時的に保持することにより、特定入賞部２１０（Ｖゾーン）の入口で遊技球Ｂ
が一時的に保持されている状態を遊技者は視認することができ、特定入賞部２１０（Ｖゾ
ーン）への遊技球Ｂの入球を見逃すことを低減できる。特定入賞部２１０（Ｖゾーン）へ
の遊技球Ｂの入球は遊技者にとって利益のある事象であるので、特定入賞部２１０（Ｖゾ
ーン）の入口で遊技球Ｂを一時的に保持して、特定入賞部２１０（Ｖゾーン）への遊技球
Ｂの入球確約を遊技者に提供することで、利益を受けることができるという喜びや達成感
を味わうことができ、より遊技の興趣性を向上させることができる。
【０１９９】
　また、跳上出力部２０６は、駆動体４２への遊技球Ｂの乗り上げを目的として、入賞装
置４０内に入球した遊技球Ｂを跳び上がらせて駆動体４２の方に出力するものであり、駆
動体４２は、その上面に、跳上出力部２０６から跳び上げ出力された遊技球Ｂを受けるた
めの乗り上げ溝部４１０と、この乗り上げ溝部４１０に連接された溝であって、乗り上げ
溝部４１０に乗り上げられた遊技球Ｂを出力するための出力溝部４１２と、を備え、出力
溝部４１２が特定入賞部２１０（Ｖゾーン）の方へ向かった状態で当該出力溝部４１２か
ら遊技球Ｂが出力されることで乗り上げ溝部４１０に乗り上げられた遊技球Ｂが特定入賞
部２１０（Ｖゾーン）の方に誘導されるものとしているので、駆動体４２上の乗り上げ溝
部４１０に遊技球Ｂが乗り上げ、この遊技球Ｂを出力溝部４１２から特定入賞部２１０（
Ｖゾーン）に向けて出力することができ、遊技球Ｂの挙動をより面白味のあるものにでき
る。
【０２００】
　また、姿勢変更機構部２４０によって、分割傾斜面２０２ａに一体形成された上り傾斜
台２０８の体勢変更と、駆動体４２（カヌー部材）の上下動作とを、同時に行うことがで
き、遊技球Ｂが駆動体４２（カヌー部材）の乗り上げ溝部４１０に乗り上げ易い状態と乗
り上げ難い状態とを、上り傾斜台２０８と駆動体４２（カヌー部材）との最小限の動作で
行うことができる。また、駆動体４２（カヌー部材）の左右動作と上り傾斜台２０８の体
勢変更動作とは、それぞれ異なる周期で行うようにしているので、上り傾斜台２０８が所
定の体勢となる期間が駆動体４２（カヌー部材）の左右動作に対して特定し難くなり、狙
い打ちを防止できる。
【０２０１】
　案内通路２２０の垂下通路部２２４は、当該案内通路２２０の垂下通路部２２４内を通
過する遊技球Ｂの勢いを調節する調節部２２７を備えているので、案内通路２２０の垂下
通路部２２４内を通過する遊技球Ｂの勢いを調節することができ、遊技球Ｂが案内通路２
２０に衝突することで損傷することを低減できる。
【０２０２】
　この発明は、上記実施形態に限られることはなく、下記のように変形実施することがで
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きる。
【０２０３】
　（１）上述した実施例では、第１駆動機構部２５０は、作用部材（例えば駆動体４２）
を水平方向に第１の周期で往復駆動させるものとしているが、作用部材を第１の周期で周
回駆動させる機構，装置などを採用してもよい。具体的には、回転軸の回転に伴って回転
する、回転軸とは垂直方向に突出する回転棒状体（作用部材に相当する）と、この回転軸
を回転させる回転機構（モータやアクチュエータなど）としての第１駆動機構部（第１駆
動手段）と、回転棒状体を上下方向に第２の周期で往復移動させる第２駆動機構部（第２
駆動手段）とを備え、回転棒状体と回転軸とを例えばスプライン結合し、回転棒状体を上
下方向に移動させる移動範囲にわたる回転軸の所定範囲部分がスプライン結合部分として
いる。このようにすることで、回転棒状体を第１の周期で周回駆動させるとともに、回転
棒状体を第２の周期で上下方向に往復移動させることができる。
【０２０４】
　（２）上述した実施例では、第１駆動機構部２５０は作用部材（例えば駆動体４２）を
水平方向に第１の周期で往復駆動させるものとし、第２駆動機構部２６０は作用部材（例
えば駆動体４２）を垂直方向に第２の周期で往復駆動させるものとしているが、作用部材
を第１の周期で周回駆動させ、かつ、第２の周期で周回駆動させる機構，装置などを採用
してもよい。具体的には、回転軸の回転に伴って回転する円盤状体の回転中心から偏心し
た位置から当該回転軸方向に突出する回転棒状体（作用部材に相当する）と、この回転軸
を回転させる回転機構（モータやアクチュエータなど）としての第１駆動機構部（第１駆
動手段）と、回転棒状体および第１駆動機構部の全体を、垂設された回転軸周りに第２の
周期で周回移動させる第２駆動機構部（第２駆動手段）とを備える構成が挙げられる。
【０２０５】
　（３）上述した実施例では、転動面２０２を２分割した２個の分割傾斜面２０２ａ，２
０２ｂを設けているが、２個以上の分割傾斜面を設けるようにしてもよい。この場合には
、各段差で遊技球Ｂを停留させることができ、さらに興趣性に優れた遊技機を提供するこ
とができる。
【０２０６】
　（４）上述した実施例では、姿勢変更機構部２４０は、分割傾斜面２０２ａ，２０２ｂ
間の段差２３０の解除から再び段差２３０が発生するまでの時間を、当該段差２３０によ
り停留されている最下流側の一列の遊技球Ｂよりも後方に位置する次の一列の遊技球Ｂが
、最下流側の一列の遊技球Ｂが放出されたことによって最下流側の位置に移動するまでの
時間よりも短くしているが、段差２３０により停留されている最下流側の所定列の遊技球
Ｂよりも後方に位置する次の所定列（この所定列は、最下流側の所定列と同数であっても
よいし、違っていてもよい。）の遊技球Ｂが、最下流側の所定列の遊技球Ｂが放出された
ことによって最下流側の位置に移動するまでの時間よりも短くするようにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０２０７】
　以上のように、この発明は、パチンコ機やスロットマシン等の遊技機に適している。
【図面の簡単な説明】
【０２０８】
【図１】本発明の実施例のパチンコ機の概略正面図である。
【図２】内枠及び前面枠セットを開放した状態のパチンコ機を示す斜視図である。
【図３】前面枠セットを開放した状態における内枠等を示す正面図である。
【図４】遊技盤の構成を示す正面図である。
【図５】前面枠セットの構成を示す背面図である。
【図６】パチンコ機の電気的構成を示すブロック図である。
【図７】駆動体が下降しているときの入賞装置の正面図である。
【図８】入賞装置の右面図である。
【図９】入賞装置の平面図である。
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【図１０】図７に示した入賞装置を右上方から見下ろした状態での斜視図である。
【図１１】図７に示した入賞装置の一部切欠き斜視図である。
【図１２】図７に示した入賞装置の縦断面図である。
【図１３】駆動体が上昇しているときの入賞装置の正面図である。
【図１４】図１３に示した入賞装置の一部切欠き斜視図である。
【図１５】図１３に示した入賞装置の縦断面図である。
【図１６】入賞装置の前方から見た分解斜視図である。
【図１７】入賞装置の後方から見た分解斜視図である。
【図１８】入賞装置の要部を前方から見た分解斜視図である。
【図１９】入賞装置の要部を後方から見た分解斜視図である。
【図２０】第１駆動機構部を前方から見た分解斜視図である。
【図２１】第１駆動機構部を後方から見た分解斜視図である。
【図２２】ステージ段差発生状態での姿勢変更機構部の分解斜視図である。
【図２３】ステージ段差非発生状態での姿勢変更機構部の分解斜視図である。
【図２４】ステージ段差発生状態での姿勢変更機構部の側面図である。
【図２５】ステージ段差非発生状態での姿勢変更機構部の側面図である。
【図２６】案内通路の調節部を示す図である。
【符号の説明】
【０２０９】
　　３１　…第１始動口（入球手段）
　　３３　…第２始動口（入球手段）
　　４０　…入賞装置
　　４２　…駆動体（作用部材）
　２０２　…転動面
　２０２ａ，２０２ｂ　…分割傾斜面
　２０４　…案内溝
　２０６　…跳上出力部（跳上出力手段）
　２０８　…上り傾斜台
　２１０　…特定入賞部（特定入球手段）
　２４０　…姿勢変更機構部（姿勢変更手段）
　２４６　…リンク部材
　２４７　…駆動装置（駆動手段）
　２５０　…第１駆動機構部（第１駆動手段）
　２６０　…第２駆動機構部（第２駆動手段）
　２７０　…同時駆動制御部（同時駆動制御手段）
　２７２　…出力方向変更制御部（出力方向変更手段）
　３１０　…保持機構部（保持手段）
　３８０　…突起部
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